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第１０日目（９月１３日） 

○議 長（阿部久夫君） おはようございます。散会前に引き続き本会議を再開いた 

します。 

○議 長 ただいまの出席議員数は２５名であります。 直ちに本日の会議を開きます。 

なお、中沢一博議員から家事都合のため遅刻、病院事業管理者から公務のため欠席、議会 

事務局長から入院のため欠席、大和病院事務部長から公務のため午後欠席の届出が出ており 

ますのでこれを許します。 

（午前９時３０分） 

○議 長 本日の日程はお手元に配付いたしました議事日程（第５号）のとおりとい 

たします。 

○議 長 日程第１、第９７号議案 平成２４年度南魚沼市国民健康保険特別会計補 

正予算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 おはようございます。それでは９７号議案につきまして提案理由を申し上 

げます。 

今回の補正は、平成２３年度決算によります繰越金及び国県補助金等の精算金を計上する 

とともに、国保税率据置きに伴う税額の補正などを行うものであります。 

歳入歳出予算にそれぞれ５,９１５万円を追加し、予算総額を６６億１,５１５万円としたい 

ものであります。 

なお、当初予算に計上いたしました法定外繰入金１億５,０００万円の取り扱いであります 

けれども、今現在、基金残高が１億１,６００万円、予備費の積み増し分が３,６００万円、こ 

れを活用すれば繰入不要と計算上はなりますけれども、まだ年度半ばの時点でありますし、 

こういう判断をするには不確定要素がまだまだ多くあるために、でき得れば平成２３年度と 

同様に、決算時に決定をさせていただきたいと考えております。よろしくお願い申し上げま 

す。

詳細につきましては、市民生活部長に説明させますので、ご審議の上、ご決定賜りますよ 

うお願い申し上げます。 

○市民生活部長 それでは予算書の事項別明細書の８ページ、９ページをお願いいたしま 

す。まず歳入でございますが、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税の７,５０２万９, 
０００円の減額補正でございますが、保険税率を据置きし６月に本算定された平成２４年度 

国保税に基づき、医療給付分、後期高齢者支援金分・介護納付金分を調整するものでござい 

ます。２目の退職被保険者等国民健康保険税の３７３万３,０００円の減額補正でございます 

が、これも１目同様の調整により減額するものでございます。 

３款１項１目療養給付費負担金６,９７３万９,０００円の補正でございますが、前年度の精 

算により増額するものでございます。３款２項１目財政調整交付金２６２万４,０００円の補 

正でございますが、直営診療施設整備に対する特別調整交付金ということで、大和病院が手 

術関連機器を整備するというもので、こちらを補助するものでございます。２目の出産育児
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一時金補助金の１万円の補正でございますが、この過年度分の精算が発生することが予想さ 

れるということで項目を起こしたものでございます。 

それから４款１項１目療養給付費等交付金の補正でございますが、１節現年度分２,６５８ 

万２,０００円の減額につきましては、退職被保険者保険税が増額になるというふうなことで 

調整になるものでございます。それから２節過年度精算交付金１,１４９万９,０００円でござ 

いますが、これも前年度の精算により増額するものでございます。 

５款１項１目前期高齢者交付金１０８万９,０００円の減額でございますが、確定通知に伴 

う補正でございます。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。１１款１項２目繰越金８,１７１万１,０００ 

円の補正でございますが、決算に伴っての追加でございます。 

１２、１３ページをお願いいたします。歳出でございます。３款１項１目後期高齢者支援 

金等の４５万１,０００円の増額でございますが、これも確定通知に伴う補正でございます。 

８款２項１目保健衛生普及費でございますが、保健衛生普及事業で生活習慣病予防のため 

の保健活動推進事業を実施しているところでございますが、これを２４年度事業の内容に合 

わせるということで組替えを行わせていただきたいものでございます。 

それから１１款１項３目償還金４５９万１,０００円の補正でございますが、前年度の精算 

に伴う特定健診等の国県補助金の返還金を追加するものでございます。 

１１款３項１目直営診療施設勘定繰出金２６２万４,０００円ですが、歳入で説明したとお 

り大和病院の手術関連機器への補助でございます。２目の一般会計繰出金１,５４４万４,００ 

０円の補正は、前年度の精算に伴う増額でございます。 

１４、１５ページをお願いいたします。１２款１項１目予備費３,６０４万円の補正は、歳 

入歳出差引残額を予備費に増額するものでございます。 

１７ページをお開きいただきたいと思います。先ほど説明させていただきました当初予算 

に計上した法定外繰入金１億５,０００万円の取り扱いについての補足をさせていただきま 

す。そこに科目ごとに当初予算、補正後予算、補正額を記載しておりますが、補正の内容に 

つきましては今ほど説明した内容でございます。この表の下から２行目、予備費の欄に補正 

額３,６０４万円を追加補正としていることと、それから欄外に参考として記載させていただ 

きましたが、基金の残高が１億１,６０８万９,０００円ということで、これも先ほど話してい 

ましたようにこれを足しますと１億５,２１２万９,０００円ということで、計算上では法定外 

繰入を行わなくても運営ができるという数字になっておりますが、何せ年度途中でございま 

すのでもう少し給付の状況等を精査した中で判断させていただきたいということで先ほどお 

願いしたところでございます。 

以上で、平成２４年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明を終わります。よ 

ろしくお願いします。 

○議 長 質疑を行います。 

○寺口友彦君 いただいた資料のほうで決算数値云々というよりも医療費の分でちょっと
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お伺いします。一般の方で昨年と比べて３.７パーセントほど１人当たりの医療費が伸びてい 

ると。退職については１５.７パーセントという伸びを示しているわけですけれども、この医 

療費の伸びというのは想定の内であるのかどうか、ちょっとお伺いします。 

それともう１点は議論になっておりました資格証ですけれども、６３２通ということです 

が、昨年６１１ぐらいだったので２０ぐらい増えたのかなというふうに思いますけれども、 

その増減があったならばその内容についても若干お知らせ願いたい。 

○市民生活部長 給付費の関係でございますが、やはり退職者が従来からこう伸びを示し 

ておりますので、この部分というのはこれからも続くだろうと思いますし、一般分の３パー 

セント程度というのは全国平均的な数値でございますので、これも今後同様に伸びていくも 

のだというふうに思います。２点目につきましては担当課長のほうから説明させていただき 

ます。 

○市民課長 資格証の方の件数につきましては増減というその内容ですが、ちょっと手元 

に今資料がありませんので、後ほど回答させていただきます。よろしくお願いします。 

○岡村雅夫君 当初予算とここまでの感じで１億５,０００万円の繰り入れをしなくても 

よかったというようなそういうふうになるだろうという話ですが、その大きな原因と申しま 

すかは、繰越金が多かったとこういう話だと思うのですよね。それはあらかじめ予算の段階 

でもかなり予測が立っているわけですね。それでも１億５,０００万円いるのだという予算立 

てをしたと私は思うんですね、その辺をひとつ。昔はこれほどの差を計上してまで予算を立 

てなければならなかったなんてことはちょっとないかと思うのです。そういう点、最近の傾 

向がどうしても不安定なのかどうかというあたりをひとつお聞きします。 

今ほどの質疑では大体３パーセントの伸びだということをもう確たる答弁でありますが、 

そういう中でなぜこういうふうになるのかひとつお聞きします。 

もう１点は基金の目的。もう１回ひとつお聞きしたいと思います。 

○市民生活部長 給付等の見込みにつきましては、今まで大体３年前からの平均等でして 

おりました。被保険者の数につきましてもそういった形で前３年平均ぐらいでやっていたの 

ですが、ここにきてやはり３年平均となりますとだいぶ傾斜が緩くなりますので、２４年度 

からは平均ではなくて前年からのこの傾斜、だんだん減ってきた減少率を参考に計算しよう 

よということです。２４年度からはかなりそこらをシビアにやっておりますので、これから 

は大体見込みもかなり合ってくるのではないかなと思います。 

今までの算定の考え方というのは今ほど言いましたように、３年間の平均でございました 

ので若干安全側が強かったというふうなことで、最終的にこの繰越金が多くなったというふ 

うなことでございます。私どももその積算の考え方がちょっと甘いというのは今実感してお 

りましたので、２４年度からちょっと修正をして、よりこういった出し入れが大きくならな 

いような形でやりたいというふうに今改めたところでございますので、よろしくお願いした 

いと思います。 

それから基金のほうでございますが、基金につきましては基本的には単年度ごとの給付費
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のばらつきを調整するという支払準備基金という形でございますので、本来からいえばそう 

いった形でございまして、給付に対しての大体３年間の平均の５パーセント程度ということ 

で、うちでいえば１億５,０００万円とか１億８,０００万円ぐらいのお金になろうかと思いま 

す。いつも私が言っていますが、近年その支払準備基金の使い方が制度のいろいろな矛盾に 

ついての補填といいますか、恒常的にこれを繰り入れていかなくてはならないような状況に 

なっておりますので、幾らあればそれが賄るかという見込みもなかなか厳しい状況です。で 

すので、本来の目的に合うように制度改正を国のほうできちんとやっていただかないとなか 

なかこの辺の対応は難しいのではないかなというふうに思っているところでございます。 

○岡村雅夫君 今までは３年平均で安全側をどうしてもとる都合上、ということは多く集 

めなければならないとこういうことですよね。ですから、私は安全側を見てそのほかに給付 

のばらつきもということでありますが、給付のばらつきを安全側で見ているということにな 

ると、基金というのはじゃあなんぞやとこういうことになるわけです。私が教わったので基 

金なんていうのはやっぱり給付の問題ですが、えらい国民的なというか市全体的にえらい流 

行の感冒等があった場合、給付が増える。そういうときに繰り出すと、要するにこの基金を 

取り崩すと。そして毎年毎年上げていかなければならないとか、そのときに急に３年平均で 

あるから安全にまたみれば、保険料が上がるという形になるわけであります。 

それはともかくとしても今安全側を多くみているということが、私は国保税を下げられな 

いということだと思うのですよね。 要するに多くみなければ、 そしてぎりぎりにみたとして、 

まあまあ１億５,０００万円もし、あるいは前年度であれば１億ひとつ一般会計繰出を願わな 

いと保険料の軽減、あるいはぎりぎりで据置きというあたりを望めないというような予算を 

組めば、昨日の議論でありませんけれども１億円だったら１億円をきちんと会計として組ん 

で、そして若干余ったものは基金として積み立てるという形が私はできると思うんです。 

ですから、本来集めなくていいものを集めたがために１億円がいらなくなったということ 

もひとつはみられるのですよ。安全サイド、安全サイドでいけばね。そういう点で私、繰り 

返しますけれどもその実態と、さっきの資格証の問題でありませんが、年々そうした形で軽 

減世帯が増え、そして滞納も増え、資格証をあるいは短期証を発行するのも増え、そういっ 

た連鎖を起こしているというふうに私は考えます。そういう点では据置きがための１億円だ 

とか１億５,０００万円などとそういった限定的な考え方を私はしないようにしたほうがい 

いのではないかなと思いますがいかがでしょうか。 

○市民生活部長 給付の見込みの中で安全をみて、さらに基金という話ですが、先ほど言 

いましたように、給付が次年度どういう形になるかというのを、２４年度からかなりシビア 

に見直しをさせていただいてありますので、またその２４年度の決算の段階でどういう形に 

なるかというふうなことをみていきたいと思います。基金とその給付の伸びというのはまた 

別の財源でございます。基金というのは先ほど言いましたような目的で調整のために蓄えて 

おくという部分でございますので、そこはちょっと考え方を分けていただければありがたい 

というふうに思います。
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それから今年のように繰越金が多いとか基金が余るとかというのは、その年度でむだ使い 

しているわけではないんです。極力経費を安くする中でそういった余剰金があれば繰越しな 

り基金に組み込みます。それを見込んだ中で翌年度の税率を決めているわけですので、そこ 

らで余計もらってそのまま高止まりにしているということではなくて、還元できる分はきち 

んと還元していくというのが考え方です。ただ、例えば２４年度の税率を決めてスタートし 

た中で、途中でまた税率改正をして１月なり２月に余りそうだからじゃあこれを戻すよとい 

うことはなかなかできませんので、その年度はその税率でいきます。それを新年度の予算を 

組み立てるときにどの程度になるかというのは見込みながら、据置きとかどの程度上げなく 

ちゃいけないとか、法定外繰入をどの程度しなくちゃいけないかというふうなことを精査し 

てやるわけですので、その部分というのはどうしても必要な作業になってきます。よろしく 

お願いしたいと思います。 

○岡村雅夫君 どうしてもそれは下げる、今の納税者、被保険者の実態をみたときに、こ 

れはちょっともう限界だなということであって、やっぱり少しでもその低減してやりたいと 

いう意味合いを持っての一般会計繰入というのが、私は担当者としてやりやすいのではない 

かなというふうに思います。 

そうでないと予算の段階で１億円去年は入れた、今年も今度は１億５,０００万円も入れた 

と、やっぱり期待をみんながしますよ。そうするとだんだん減っていくのかな、いつかは軽 

減して払える国保になっていくのかなという希望があるんです。けれども、この決算で全部 

戻すということでは、私は予算の何といいますか適正な執行ではないなと。市長は見解が違 

うという話で、下げないための１億円だという話をやっていますけれども、私は予算として 

みればそれはちょっと違うなというふうに思います。 

置かれている事情がそういう事情ですから、皆さんがこうどんどん負担できる状況のとき 

はいいんですけれども、市長が認めているように大変な方々が国保によさってきているとい 

うあたりからしたときに、その１億円をどう有効に使うか。あるいは１億５,０００万円のゆ 

とりをもって、一般会計でせっかく出していただいたのですから。それを遂行するにはやは 

り実態からしてみてこういう形をやりたいということを、やっぱり担当課では考えていただ 

きたいというふうに私は思います。以上です。 

○市 長 昨日もご説明申し上げましたとおり、２３年度も２４年度も法定外繰入れ 

をさせていただく際に、とにかくこういう情勢ですから税率を上げない、このことのために 

繰り入れをさせてくださいというお願いをするわけです。結果として余ったからじゃあ下げ 

る原資ですぐ使えというこれは、やっぱりそういうことが簡単にとおるはずがないわけなの 

で、例えばそういうことで決算が出た時点で、次年度にまた予算を組むわけですね。そのと 

きに今度はだから議会の皆さん方がそういうまた議決をしていただければ、それはそれで結 

構です。 

ですから、我々が好き勝手に１億円出したりひっこめたりなどということじゃないという 

そのことだけはご理解いただかないと、もう全く予算なんていうのは何でもなくなってしま



 6  

うんですね。我々だって下げるためにお願いしますといって言っていればそれは使いますよ。 

そうでなくて、税率を据え置いて皆さん方にこれ以上の負担をかけないためにこの１億円を 

お願いしたい、１億５,０００万円をお願いしたいと説明をして、皆さん方からご了解いただ 

いて、議決をいただいているわけです。途中でそういうことじゃないんだと、これはそうい 

うことだということであればまたそれは結構ですけれども、そうではないわけなので、今回 

もこの１億５,０００万円を投入しなければならないのか、いらないのかというのは、もう少 

しやっぱりみてみないとわからないわけですね、特に冬を控えて。ですから、そういうふう 

にご理解いただいて、結果として出たんだからそれはこっちに使えという話は、これは一般 

的な公会計上なかなか無理だと思いますよそれは。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第９７号議案 平成２４年度南魚沼市国民健康保険特別 

会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第９７号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第２、第９８号議案 平成２４年度南魚沼市介護保険特別会計補正予 

算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第９８号議案につきまして提案理由を申し上げます。 

今回の補正予算は、平成２３年度決算に基づきまして、繰越金あるいは国県支出金の過年 

度精算分これらを計上するものであります。 

主な内容としましては、歳入では前年度繰越金８,５６３万円のほか、国県支出金等の過年 

度分精算金等を計上し、歳出では介護給付費準備基金に１億４６９万円を積み立てるほか、 

国県交付金等の過年度返還金等を計上するものであります。 

以上によりまして、既決歳入・歳出予算総額に、それぞれ１億１,５１６万４,０００円を追 

加し、歳入・歳出予算の総額をそれぞれ５８億５,２１６万４,０００円としたいものでありま 

す。

詳細につきましては、福祉保健部長に説明させますので、ご審議の上ご決定賜りますよう 

お願い申し上げます。 

○福祉保健部長 それでは事項別明細のほうで説明させていただきます。８ページ、９ペ 

ージをご覧ください。上から２款１項１目の認定審査会負担金から６款１項１目の介護給付
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費負担金、この４つについてはそれぞれ２３年度分の精算による補正計上でございます。一 

番下の８款繰入金、その他一般会計繰入金ですが、事務費繰入金の介護保険係これはコンビ 

ニ収納の開始に伴いましてＯＣＲプログラムの改定したものを一般会計のほうから負担願う 

ものです。それからその下の介護認定係分これは軽自動車１台の購入に係る部分を一般会計 

のほうから繰り入れしてもらうものでございます。 

１枚めくっていただいて１０ページ、１１ページですが、こちらのほうは前年度繰越金の 

確定による計上でございます。それから１２ページ、１３ページをご覧ください。１款１項 

１目一般管理費の丸の運営費ですが、これは先ほど申し上げました一般会計のほうから繰り 

入れていただきましたけれども、納付書をコンビニ収納タイプに書式変更したことに伴うプ 

ログラム変更の負担金でございまして、北越銀行に対して支払うものでございます。 

その下に１款３項１目介護認定審査会費こちらのほうも一般会計の繰り入れをしてもらう 

もので、介護認定審査会所有の車の買い替えに係る部分でございます。この車につきまして 

午前中はシルバーの方へ委託しまして、審査委員とかそういうところに文書等を集配してい 

ただいております。午後は認定調査員が使う車でございます。 

３款２項４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費ですが、こちらのほうは大和の 

包括支援センターが大和病院から大和庁舎のほうへ移った関係で、施設負担金の２４万円と 

いうのがいらなくなりました。あわせて、必要経費等を調整計上させてもらったものでござ 

います。 

４款１項１目第１号被保険者保険料還付金、最初の丸の第１号被保険者保険料還付金です 

が、こちらにつきましては２４年度から前年度還付未済金を今まで歳計外から出していたの 

ですが、こちらのほうを歳出還付すること、それが１５万円。それから過年度所得の減額更 

正等が増えておりますので、その分として１０万円を上げさせてもらっております。 

１４ページ、１５ページをご覧ください。次の丸の国庫支出金等過年度分返還金でござい 

ます。これも２３年度精算に伴う返還金でございます。 

５款１項１目介護給付費準備基金積立金でございます。こちらのほうは２３年度分のルー 

ルに基づく分を精算計算した後の剰余金を積み立てるものでございます。これによりまして 

本年度の補正までの予算を執行いたしますと、基金の残高が２億８,２００万円程度になりま 

す。なお、５期計画ではこのうち１億８,５００万円を３年間にわたって繰り入れる予定でご 

ざいます。説明のほうは以上です。 

○議 長 質疑を行います。 

○岡村雅夫君 今、最後の説明のところで、基金が残高２億８,０００万円ということで、 

何か１億５,０００万円ずつ繰り出すとかという話ですが、また同じようなことを聞きますけ 

れども、本来この基金の目的として保険料が順次上がっていくからそういうのを抑えるため 

というようには使えないということですか、お聞きします。 

○福祉保健部長 保険料を抑えるために使えないということもないですし、先ほど私が申 

し上げたのは、３年間にわたって１億８,５００万円をこの基金から組み入れる計画がという
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ことです。３年間で。 

○岩野 松君 今のその積立金というかの問題ですけれども、基金分の積み立てた分１億 

８,５００万円を３年間で組み入れるということですけれども、私前からそう言ったのですが、 

３年スパンでもって介護保険というのは、最初から１次、２次、３次とやってきて、３年間 

でこういうお金は全部ゼロにしてまた新しいときには予測を立てながら介護保険料を決める。 

最初の年は積立てをして２年目は使うのをゼロにして、その最初の積立ての分を３年目に使 

って、できるだけゼロにしていくという私は積立金だと思っていたのですが、だんだん残っ 

ていくみたいな感じなんですけれども、そこら辺の考え方はそういうふうになったのかどう 

かお聞かせください。 

○福祉保健部長 介護保険料は３年間据え置きになります。各計画の中で保険料を決めま 

すので、どうしても繰り入れるお金というのは、計画の中の１年目より２年目、２年目より 

３年目というふうに大きくなるのが一般的でございます。というのはその間に施設が新しく 

できたりそういったことですので、私どももこれほど残すつもりではなかったんですが、４ 

期計画で施設建設が国会のほうの関係でだいぶ遅れました。６か月から１２か月ぐらい。そ 

ういったことで給付費の伸びが予定していたより少なくなったもので、意外と残ったという 

ことです。 

○岩野 松君 では私が思っていたことと、使い方は同じと解釈していいわけですね。だ 

けれども、思ったより残ったということですが、それはじゃあ今回の５期目の中ですけれど 

も、 使い切るという気持ちはなくてやっぱり１億円ぐらい残るのかなという感じはしますが。 

○福祉保健部長 ５期計画の中で保険料を定めて、既に条例で可決されています。ですの 

で、使おうと思っても使えません。ルールどおりにかかった給付に対して国が何パーセント、 

市が何パーセントという出し方をしていきますので、出すとするとやっぱり積立金以外ない 

ということです。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第９８号議案 平成２４年度南魚沼市介護保険特別会計 

補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第９８号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第３、第９９号議案 平成２４年度南魚沼市後期高齢者医療特別会計
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補正予算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 ９９号議案につきまして提案理由をご説明申し上げます。 

今回の補正は同様でありますが、平成２３年度決算に伴いまして、歳入では繰越金の増額、 

歳出では後期高齢者医療広域連合納付金及び一般会計繰出金を増額するものであります。こ 

れによりまして歳入歳出予算にそれぞれ８３５万３,０００円を追加いたしまして、予算総額 

を４億８,９３５万３,０００円としたいものであります。 

詳細――この程度でありますが、一応、市民生活部長に説明させますので、よろしくご審 

議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○市民生活部長 それでは内容はたいしてないのですが、８ページ、９ページの事項別明 

細で説明をさせていただきます。 

歳入の４款１項１目繰越金８３５万３,０００円の補正ですが、これが先ほどの話のとおり 

決算による追加でございます。 

１０、１１ページをお願いいたします。歳出の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付 

金７７８万１,０００円は、前年度の保険料の追加分でございます。 

３款２項１目一般会計繰出金３５万５,０００円につきましては、前年度の精算による増額 

でございます。 

４款１項１目予備費２１万７,０００円の補正は、歳入歳出差引残額を予備費に積み立てる 

ものでございます。以上で説明を終わります。 

○議 長 質疑を行います。 

○岩野 松君 今のその繰越金のお金です。このお金というのは要するにこれを決めてく 

るのは県ですよね。税額とかあれは。そして各行政区ごとにかかった費用を集めた分からい 

ろいろ経費を引いて、各行政区ごとに残って繰越金が残るというふうな考え方で、県の後期 

高齢者の中とは別の考え方なんですね。そこら辺、もう１回お聞かせください。 

○市民生活部長 岩野議員が言われるように、保険税についてはもうそっくり連合のほう 

にいきますし、それから給付に対する市の負担というのはまた別で、一般会計のほうから直 

接支払いされます。そういった経費は連合のほうで管理して、私どもはあくまでもここの市 

で賄っている部分の精査の結果の繰越金ということですので、これがまた次年度につながっ 

ていくということでございます。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。
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○議 長 採決いたします。第９９号議案 平成２４年度南魚沼市後期高齢者医療特 

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第９９号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第４、第１００号議案 平成２４年度南魚沼市城内診療所特別会計補 

正予算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第１００号議案につきまして提案理由を申し上げます。 

今回の補正は、歳入では平成２３年度決算に伴う繰越金を追加いたしました。歳出では賃 

金と診療業務委託料の組替え、そして支出に一般会計繰出金として歳入で追加した繰越金を 

同額計上するものであります。これによりまして、歳入歳出予算総額にそれぞれ１,９８３万 

７,０００円を追加いたしまして、補正後の総額をそれぞれ４億６,５８３万７,０００円とし 

たいものであります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。説明 

はありません。この説明で終わりです。 

○議 長 質疑を行います。 

○寺口友彦君 歳出のほうで非常勤医師の賃金を診療業務委託に振り替えたという部分で 

ありますけれども、いただいた資料を見ますと、歳入歳出のほうで昨年と比べて１,７００万 

円ほど収支が悪化をしているというのがあります。この部分が委託に代えた分ということな 

のかなと思いますけれども、外来が１,１００人ほど減っているというのがありますが、ここ 

の部分についての説明をお願いします。 

○城内診療所事務長 ２８０万円の組替えは当初賃金で計上していたものでありますが、 

今応援に来ていただいている寺田先生が今度魚沼市の守門診療所に行かれましたので、賃金 

で支払ができないということで魚沼市と業務委託をして支払っています。その組替えでござ 

います。業務成績につきましては、やはり医師が橋詰先生が１２月で辞められましたので、 

外来においては若干減少していますが、入院につきましては今のところ前年並みということ 

の推移でございます。以上です。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第１００号議案 平成２４年度南魚沼市城内診療所特別 

会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり）



 11  

異議なしと認めます。よって第１００号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第５、第１０１号議案 平成２４年度南魚沼市下水道特別会計補正予 

算（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第１０１号議案につきまして提案理由を申し上げます。この補正も平成２ 

３年度決算により繰越金が確定しましたので、歳入歳出にそれぞれ同額を計上するものであ 

ります。歳入では２３年度の決算収支額から当初予算を差し引いた８,０８７万３,０００円を 

６款の繰越金に計上いたしました。そして歳出では同額を１款総務費にそれぞれ事業別に一 

般会計繰出金として計上させていただいたものであります。 

これによりまして、歳入歳出額に８,０８７万３,０００円を追加、そして予算総額を５７億 

７,７８７万３,０００円としたいものであります。繰越金を歳入では繰越金、歳出では総務費 

繰出金で一般会計に戻し、これだけでありますので詳細説明は省略をさせていただきます。 

○議 長 質疑を行います。 

○塩谷寿雄 下水のつなぎ込みですけれども、委員会等で職員のつなぎ込みというのが１ 

９人まだ今つなぎ込んでいないと伺っております。当初、一般質問をしてからだいぶ減って 

いるとは思いますけれども、ゼロに近づけていかなければいけないというふうに思っていま 

すので、そういうことをよろしくお願いしたいと思うのと、今年度から上限アッパーで２０ 

万円の条件付のやつでやっているとは思うんです。これは下水のつなぎ込みを普及させたい 

という思いでやっているとは思うんですが、実際この本管が通って３年間以内につなぐとい 

うことが決まりなわけでして、まともにつないでいる人のメリットも考えていただきたい。 

そういうような考えも出していっていただきたいと思います。 

それと、公共施設で下水道がつながっていない施設があるとすれば教えていただきたいと 

思います。 

○企業部長 職員の接続の状況ということであります。平成２４年４月１日現在の調べで 

ございますが、職員で未接続のものが１９人ということになっています。それでこの１９名 

の皆さん方には、私どものほうから全て文章を出しまして、接続予定はどうなっているんだ 

というようなことを照会してあります。その照会が８月中ということで一応出しまして、そ 

の報告が今のところまとまっていますけれども、１９名中今現在新築中というのが１件、そ 

れから２４年度中に新築をするという予定の者が２件、２５年度中の新築予定が３件、２６ 

年中に新築又は改築というのが３件。それから借地ということで２件というようなことで、 

借地の人との話合いがうまくいっていないというようなことでもってできないということが 

２件ほどございます。そういったような内容になっております。 

それから３年未満でもまだ未接続の職員もいますので、この議会が終わったら私どものほ 

うで一人ひとりに会って、またきちんと話をしていきたいというふうに思っております。 

それから公共施設というようなお話でありますが、公共施設につきましては学校それから 

保育園等については、接続できる状況のところについては全て接続済ということになってお 

ります。ゆきぐに大和病院がまだ今のところ未接続ということで、ゆきぐに大和病院につい
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ては、平成１１年に一応事業が完成をしまして、平成１２年から接続できるような状況にな 

っておりますけれども、いまだに未接続というような格好になっております。そのほか未接 

続の施設もありますけれども、事業が進捗中というふうなことで接続がまだちょっとできな 

いというようなところがございます。以上でございます。 

それから、本年度から始まりました下水道の新規の接続の補助金の件、私どものほうにも 

非常に不公平ではないかというようなお電話をいただいておりますけれども、そのことは私 

どもも十分承知の上で始めた事業ではありますけれども、何とか総合計画の目標値の水洗化 

率、平成２６年度の接続率８５パーセントに向けて、少しでも水洗化率を上げたい、もうそ 

の一心でもってやっています。そういったことで不公平という皆さん方からのお話にはそう 

いったことでお話を申し上げ、中には怒っていらっしゃる方もおりましたけれども、理解を 

いただいたものというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○塩谷寿雄君 まともにつないだ人がばかを見ないようによろしくお願いをしたいと思い 

ます。 

それと大和病院がつないでいないということですが、１２年に本管が入ったということで 

１５年までのたぶん猶予だと思うんですけれども、そこから８～９年経っているわけです。 

担当としてどういうご指導をしているのか。また、大和病院事務部長としてそれは何でつな 

いでいないのかということをお答えいただきたいと思います。 

○大和病院事務部長 それではお答えいたします。この問題は５～６年くらい前にもご指 

摘があってお答えをしたような記憶があるんですが、議員ご指摘のように平成１２年から大 

和病院の周辺は下水道がつなげる環境になったということです。それで、そのところはどう 

だとかと言いますと、ゆきぐに大和病院のあのエリアは平成１１年にゆきぐに健康の杜構想 

というものを１１年の３月に策定しておりまして、それで八色園を先行して建設をしたわけ 

ですが、八色園が１５年の秋にオープンしています。 

それから１年後、２年後に大和病院を今の基幹病院が建つ位置に建設しようということで、 

それからその真ん中に福祉保健センターみたいな形のものを作ろうということで、それが大 

きな健康の杜構想の柱だったわけですけれども、それが平成１２年、具体的にかなり動いて 

きたのが平成１４年なのですが、基幹病院の医療再編の問題が出てまいりました。それから 

あと合併の問題が出てまいりました。それからちょうど平成１２年から医師不足に陥りまし 

て赤字の問題が出てまいりました。 

そういうことがありまして、八色園は順調に予定どおりに平成１３年、１４年ぐらいで建 

設をしまして、１５年の秋にオープンしたわけですけれども、そこでちょっとこう凍結、待 

ったがかかりまして、病院の建設についてはもうちょっと状況をみないとということになり 

ました。私はそういうふうに伺っております。 

それで、もう一つ平成１８年に病院の西側に今天王町のほうからくる道路とそれから南の 

ほうに行く道路と今基幹病院の建設で工事用道路で使っている道路がありますが、これが市 

道改良でよくなりました。そのときに管路を伸ばして、下水は下からきているのではなくて
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八色園の向こうの南のほうからきているものですから、１５年の秋にオープンしたときに八 

色園はもうつなぎましたので、そこからこっちに伸ばしてくるといつでもつなげるという環 

境だったのです。けれども、そのときにこの際に病院のほうでもつながないかという話を下 

水のほうからいただいたんですが、ちょっとまだ見通しがはっきりしないということで見送 

りをさせていただいております。それからいろいろ今のその病院再編の問題、はっきりしな 

い部分がありましたりした中で、現在に至っているということでございます。私どものほう 

でも当然、公共の施設が率先して下水の接続はしなければいけないということはわかってお 

りますが、そういう事情があったということをご理解いただきたいと思います。 

それから当然、病院の再編について、新しい病院については下水道の接続は一番の課題と 

してやる予定でおりますし、もう 1 つのその理由としましては、病院会計というのが企業会 

計ですので、例えば収支の問題で赤字を出せない、赤字を削減したいという思いが非常に強 

くございます。それで例えば一般会計のほうからお金をいただいてつないでいくというので 

はなくて、やっぱり独自の中でそういうものについては対応しなければいけないんじゃない 

かという思いもありました。そういう２つの大きな要素がございまして、今に至っていると 

いうことをご理解いただきたいと思います。以上です。 

○企業部長 私どもも当然全ての施設、それから市の排水事業者も含めて接続の状況は全 

部調べてありますので、未接続の皆さん方にはきちんとお話を申し上げているつもりではあ 

りますし、特に職員の中では庁議等でもそういったようなお話もしているわけです。今後も 

まだ未接続の人たちも残っておりますので、一生懸命また１軒ずつ、できれば訪問をしてで 

も未接続から接続をしていただけるようにということで一生懸命やっていきたいというふう 

に思っております。 

○塩谷寿雄君 大和病院の事務部長が言っていることははっきり言って言い訳にしかちょ 

っと聞こえないんですけれども、市民の方につなげ、つなげと言っていて、お金がないから 

待ってくれといっているような、企業会計が赤字だからといって。家のじゃあお金がなけれ 

ば下水道はつながなくていいのかと言っているようなものを言い訳しているようにしか聞こ 

えません。下水道のほうからはつないでくれということを職員にも言っているし、つないで 

いない公共施設にも言っているものだと思っております。市長のほうからも、それでは市民 

につないでくれということを強く言えないと思いますので、指導をよろしくお願いしたいと 

思います。以上で終わります。 

○市 長 大和病院につきましては経過的に今事務部長が説明したとおりでありまし 

て、結局今ここにきてまた基幹病院の絡みの中でも再編という問題があります。そして位置 

も流動的という部分もありますので、それらがきちんと決定するまでもうちょっと待ってい 

ただきたいと思っております。督促は当然しますけれども、公共だからそういうことが許さ 

れるというふうに言われれば身もふたもありませんが、むだな投資的な部分はできれば避け 

たいとは思っております。なるべく早く接続ができるようにと、どういう方法があるかまた 

事務部長や事業管理者と相談はしてみたいと思っております。
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○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第１０１号議案 平成２４年度南魚沼市下水道特別会計 

補正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１０１号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第６、第１０２号議案 平成２４年度南魚沼市水道事業会計補正予算 

（第１号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第１０２議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正は地方公 

営企業繰出基準の算定基礎数値の変更によりまして、上水道の高料金対策に要する経費が確 

定いたしましたので、収益的収入、営業外収益に一般会計からの繰入金、高料金対策として 

１,３５４万２,０００円を追加し、収益的収入の予定額を２２億３,６５０万１,０００円とし 

たいものであります。この算定基準といたしましては、前々年度の資本費から資本費基準額 

を差し引いた額に有収水量を乗じて算定するということになっております。 

平成２２年度の資本費が２２７円４８銭、有収水量６７７万１,２７２立方メートル、これ 

に変更はありませんが、資本費基準額が１６６円から１６４円になったことによりまして、 

１,３５４万円の増となるものであります。ですので、繰出基準が変わったことによって一般 

会計から１,３５４万２,０００円を水道事業会計に繰り入れるということであります。 詳細説 

明がそれ以上はございませんので、ここで詳細説明とさせていただきます。よろしくご審議 

の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長 質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。
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○議 長 採決いたします。第１０２号議案 平成２４年度南魚沼市水道事業会計補 

正予算（第１号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１０２号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第７、第１０３号議案 平成２４年度南魚沼市病院事業会計補正予算 

（第２号）を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第１０３議案につきまして提案理由を申し上げます。今回の補正は資本的 

収支における補正のみであります。この中で大和病院事業では平成２４年度の国民健康保険 

調整交付金の交付が先ほどの予算のとおりでありまして内定しましたので、収入の繰入金に 

２６２万４,０００円を追加するものであります。支出につきましては既決予算に計上済の医 

療機器購入に対する交付のため補正はありません。これによりまして大和病院事業の資本的 

収入の予定額を２億８,９８０万円に改めたいものであります。 

一方、新病院事業ではエネルギーセンターを先行して整備する必要が生じたことから、支 

出において建設改良費の建設工事費に８億円を追加し、収入では企業債でその財源を確保す 

ることから、企業債に８億円を追加するものであります。これによりまして、新病院事業資 

本的収入及び支出の予算額をそれぞれ９億４,５００万円に改めたいものであります。 

あわせて、第４条で新市立病院建設に係る債務負担行為を定めたいものであります。詳細 

につきまして大和病院事務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜ります 

ようお願い申し上げます。 

○大和病院事務部長 それでは実施計画明細書で説明をさせていただきます。４ページ、 

５ページをご覧いただきたいと思います。ここは先ほどの市長の説明のとおりでございます 

ので省略をさせていただきまして、次の６ページ資金計画をご覧いただきたいと思います。 

既決予定額はこの前の６月補正で補正した額が入っておりますし、今回の真ん中をご覧いた 

だきたいのですが、補正予定額、企業債８億円、受入資金のほうですね。それから他会計の 

繰入金が今ほどの国庫会計繰入金、医療機器を購入する部分が２６２万５,０００円というこ 

とでございます。 

支払資金のほうですが、建設改良費で８億円、今ほども説明させていただきましたが、大 

和病院のほうでは支出には該当させませんので、差引き２６２万５,０００円ということで、 

差引きが今までの合計に２６２万円加わりまして、合計が２億３,８５１万５,０００円となる 

ものでございます。 

最初の１ページをご覧いただきたいと思いますが、１条、２条は市長の申し上げたとおり 

でございます。企業債の補正第３条でございますが２ページ目をご覧いただきたいと思いま 

すけれども、補正後、限度額が１１億３,５００万円に変更になりまして、ほかは変更がござ 

いません。それから債務負担行為これは一般会計の補正でも申し上げましたが、ここで新市 

立病院（仮称）の整備ということで、２４年度から２７年度までということで限度額の説明 

が書いてあるとおりでございます。説明は以上でございます。
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○議 長 質疑を行います。 

○寺口友彦君 補正の数値ではなくて、いただいた資料の中での医業収益と医業費用につ 

いての部分ですが、昨年よりも２,０００万円ほど好転をしていると。内容ですが、入院の方 

が１,４１８人ほど増えているという部分でありますよね。３月のときにもお聞きしましたけ 

れども、とにかく医師をたくさん集めて黒字にもっていきたいという部分が若干ながら功を 

奏してきたのかなという部分がありますが、これについて外科と整形外科が主かなと思いま 

すけれども、この辺の好転した部分で、今分析しているのがあればちょっと教えていただき 

たい。 

○大和病院事務部長 議員さんのご指摘のとおりでございまして、常勤の医師が増えまし 

たので、入院が診られるような環境が徐々に整ってきたということです。この９月１日から 

また内科の医師が１名常勤でまいりました。昨日あたりの数字を見ていますと、１９９人中 

の１７８人入っていますので、大体９割ぐらい入っていますし、診られる医師がおれば大体 

１７０～１８０人はということです。昨年は本当に外来はよかったのですけれども人員が大 

きな４,０００～５,０００人下回るということで、その部分の減収が大きかったと思います。 

診られる限りその入院の患者さんを増やして経営の安定化に努めてまいりたいと思っており 

ます。 

○岡村雅夫君 この企業債についての８億円ですが、借りると返済が伴うわけであります。 

今の状況で大和病院会計でというのは無理であろうというふうに思いますが、この新六日町 

病院の問題についてはどういった返済計画をなされているのか。病院に繰り出しをする分だ 

けをしていくというのか、従来どおりのやり方になるのか。要するに企業努力がどれだけ必 

要になるかというそこなんですが、その辺をどういうふうに、この８億円に限らず４０億円 

という問題もそのうち出てくると思うのですけれどもそれをひとつ。対病院会計と今の大和 

病院会計との関係をひとつ説明を願いたいと思います。 

○医療対策室長 返済計画でございますが、５月の特別委員会とそれから全員協議会の中 

でご説明をいたしました収支シミュレーションがございますけれども、あれが今のところの 

企業債を含んだ中の返済計画を、全部含んだ中の計画でございます。 

それともう一つでございますが、この企業債が全部あたってございますが、今、市長を先 

頭に県側と移譲交渉を、 これは財源も含めてでございますがやっているところでございます。 

したがいまして、今回の８億円につきましても県とそれから魚沼市もございますけれども、 

話合いがつけば、また財源の本当にあの合併特例債の使用がいいという返事はいただきまし 

たが、広範の借り入れということになりますので財源の組替えが若干出てまいります。した 

がいまして企業債につきましてはこういうことです。 

それから病院事業債につきましては、病院が２つになりましても１つの事業会計というこ 

とでございます。内部で款といいますかで六日町のほうの病院と大和のほうの病院と分かれ 

るということで、将来的にはこれが六日町病院事業会計になるかどうかわかりませんが、南 

魚沼市病院事業会計の中の一分野になっていくということでございます。
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収支シミュレーションの中では当然でございますが、企業債につきましては交付税措置が 

ございますので、大まかに言いますと企業債でいきますと、国費が２２.５あたるということ 

でございますし、合併特例債の使用が認められましたので、合併特例債に対応する部分につ 

いては７０パーセントがあたってくるということでございます。大まかにはそういうシミュ 

レーションを５月の段階で公表しているところでございますが、以上でございます。 

○岡村雅夫君 そのどういった財源であるかという問題は置いておいて、要するに今の病 

院会計でもたなければならなくなるのか、その分については一般会計なら一般会計できちん 

ともつというものなのか。あるいは先送りしていって企業債、今現在利息の部分とかあるい 

は元金の分とかというような形で約束事があるかと思うんですけれども、そういった形にし 

て病院事業でそれなりの努力をしてなす部分があるのだと。それがまあまあ何の何パーセン 

トとと、こういうことを企業努力で出さなければならないんだと、そこの辺の話が聞きたい 

わけです。 

今現在、繰り入れをしていただいて、逆に言わせてもらうと資金計画がきちっとなるよう 

に、８億円を借りられるように繰り入れをしたでしょう。要するに力がないわけですよ、企 

業債を起こしても。その辺がほとんど問題がないのだということであればいいんですが、そ 

の辺をひとつお聞きしたいとこういうことです。 

○医療対策室長 この８億円については、 特段一般会計から繰り入れはございませんので、 

病院事業会計でやっていくということでございます。逆でございまして、この事業を病院会 

計で起債を起こして、一般会計に繰り出しているということでございます。 

事業自体を一般会計でやるということでございますが、地方公営企業法ですと工事発注の 

際に議決がいらないということでございますので、とても大きな事業でございますのでやは 

り一般会計でやって議会の皆さんのご審議をいただこうということが、大きな眼目としまし 

て、逆に今繰り出すということでございます。 

将来的な負担でございますが、当然、病院ごとの収支でしないと駄目なわけですので分か 

れていきますし、将来的にも病院事業会計の中でやっていきまして、ルール分といいますか、 

今もあるんですがルール分の繰り出しをしながらということになりますし、交付税措置が裏 

にあたってきます。 補助金の類が今協議しておりますがあたってくれば、それだけ初期投資、 

企業債の分と合併特例債の分が減っていくということでございますので、将来的には何ら今 

の病院事業会計と変わらない方式でございますが、それのために初期投資を減らすというこ 

とでやっております。以上でございます。 

○岡村雅夫君 私が心配しているのは１９９床で今大和病院をやっているんですけれども、 

今度は新病院は１３０床ですよね。そうして、あわせて同一会計になるかどうかはともかく、 

大和病院が３０床とそういった中で経営をやるわけですよ。そうすると、企業債と要するに 

借金はより少ないほうがいいと、そうしないと１００床そこそこの病院では採算ベースには 

なかなかのらないと言われているんです。 

ですから、法上その企業債を起こしてどうのこうのというんですが、あとはルールでやっ
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ていただくということになりますと、要するに病院が生み出さなければならないお金が出て 

くるわけですね、ただでも大変な中で。そういうものをなるべく持たなくて済むような形に 

なるかどうかと、こういうことを聞きたいわけです。 

○医療対策室長 一番初めにご答弁申し上げましたように、この８億円が今企業債で全部 

充ててございますが、当然１２月議会かあるいは３月議会になるかと思いますが、補助金も 

充てようということでいま県と話合いをしております。全てがこれが企業債でこのままこの 

８億円がいるということではございません。それは４０億円の全体の中の財源をみた中で、 

当然でございますが新年度はもう病院建設になりますと、継続費のお願いもあるわけでござ 

いますので、財源の枠組みというのは示しながらということになります。したがいまして、 

あとは企業努力でということではございませんので、全体を考えながら今協議をしている最 

中であるということでございます。以上でございます。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第１０３号議案 平成２４年度南魚沼市病院事業会計補 

正予算（第２号）は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１０３号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第８、第１０４号議案 市道の認定についてを議題といたします。本 

案について提案理由の説明を求めます。 

○建設部長 それでは第１０４議案 市道の認定について提案理由の説明を申し上げます。 

今回の市道認定につきましては、新規に３路線を提案するものでございます。いずれも地元 

行政区からの要望でございまして、３路線とも袋路状の道路でございますけれども、認定基 

準に合致するものでございます。道路種別や起終点の地番及び経過地は記載のとおりでござ 

います。 

資料のほうで説明させていただきますので一枚めくっていただきまして、図面番号１でご 

ざいます。この路線につきましては君沢地内の路線でございまして、市道君沢村中線を起点 

としまして、路線名を「君沢村中８号線」、延長が３５.０メートル、幅員は３.２メートルか 

ら４.３メートルでございます。この路線につきましては地元のほうから道路改良の要望が提 

出されておるところでございます。 

次にめくっていただきまして図面番号２でございます。この路線につきましては一村尾地
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内の路線でございます。民間の宅地開発によりまして設置された道路でございます。権原に 

つきましては寄附採納を受けているところでございます。市道一村尾２７号線を起点としま 

して、路線名を「一村尾３５号線」、延長を３７.０メートル、幅員は６.０メートルから１０ 

メートルということで、１０メートルにつきましては隅切り部分が１０メートルということ 

で理解していただきたいと思います。 

次に図面番号３でございます。これも民間の宅地開発された道路でございまして、権原に 

つきましては寄附採納を受けているところでございます。市道一村尾線を起点としまして、 

路線名を「一村尾３６号線」、延長が５２.０メートル、幅員は６.０メートルから１０メート 

ルでございます。 

以上、新規の３路線でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し 

上げます。 

○議 長 質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議 長 採決いたします。第１０４号議案 市道の認定については、原案のとおり 

決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１０４号議案は原案のとおり可決されました。 

○議 長 日程第９、第１０５号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題 

といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第１０５議案につきましてご説明を申し上げます。このたび人権擁護委員 

といたしまして２期６年間にわたりご尽力いただきました貝瀬一夫さんが、平成２４年１２ 

月３１日付で任期満了となり退任されます。貝瀬さんの後任といたしまして関 宏子さんを 

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、法務大臣に推薦するに当たり、議会のご意見 

をお伺いするものであります。 

関さんは行政職員として幼児から高齢者まで幅広く市民とかかわる職を長く経験され、人 

格識見ともに優れておられる方であります。任期は平成２５年１月１日から平成２７年１２ 

月３１日までの３年間となります。よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上 

げます。
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○議 長 質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

○議 長 お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、討論を省略したいと 

思いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を省略いたします。 

○議 長 採決いたします。第１０５号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について、 

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員。よって第１０５号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

○議 長 休憩といたします。休憩後の再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時４８分） 

○議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

○議 長 なお、中沢一博議員から午前欠席の届が出ておりますのでこれを許します。 

市民課長から答弁を求められておりますので許します。 

○市民課長 先ほど国保の補正予算のときに、寺口議員から質問がありました資格証等の 

関係でお答えさせていただきます。 

８月１日現在、３か月証、短期証ですけれども４１４、資格証２１８、合計６３２という 

のが所信表明の資料の中で出ておりますが、前年の同期と比較しまして３か月証がマイナス 

の１８、資格証がプラス３７、合計で１９という数字になっております。以上で報告を終わ 

ります。 

○議 長 日程第１０、第８８号議案 平成２３年度南魚沼市一般会計決算認定につ 

いてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市 長 第８８議案 平成２３年度南魚沼市一般会計決算認定について提案理由を 

申し上げます。平成２３年度の一般会計決算は、歳入総額３５０億２,８３６万円、歳出総額 

３４０億４,１７３万円、歳入歳出差引額が９億８,６６３万円であります。繰越事業に伴う繰 

越財源２億６,５５２万円を除いた実質収支額は、７億２,１１０万円の黒字となりました。前 

年度実質収支額４億１,７６５万円を差し引いた単年度収支は３億３４５万円となりました 

が、ここから財政調整基金の減額分３億９,１９１万円を差し引いた実質単年度収支は８,８４ 

６万円の赤字となったところであります。 

この理由については後ほど申し上げます。前年度に比べ歳入で３億３,６６７万円、歳出で 

１億５,３５３万円の増額となっております。前年度決算と比較して増減の大きな項目といた
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しましては、歳入で臨時財政対策債が３億５,４１０万円の減額、普通交付税が１億２,６９０ 

万円、特別交付税が豪雨・豪雪災害の関係で２億９,１９９万円、財政調整基金をはじめとす 

る基金繰入金が７億１,４０６万円の増となったところであります。 

歳出では豪雨災害復旧費が２６億１,２３６万円の皆増、２年続きの豪雪で除排雪経費が１ 

６億２,０００万円とかさみ、豪雪でありました前年度経費をさらに約３億１,０００万円上回 

る支出となったところであります。ここの部分、それから合併振興基金繰替運用の早期解消 

のため積立金７億１,７８２万円、病院事業会計資金不足解消のための補助４億３,５００万円 

を支出いたしました。この関係で単年度の実質赤字となったことであります。 

国民健康保険特別会計への法定外繰出１億円を予算措置したところでありますが、療養給 

付費等が大幅に予算額を下回ったことなどの理由によりまして、不用となりましたので全額 

未執行となったところであります。 

投資的事業では大崎保育園、市民会館舞台照明装置、六日町学校給食センターなどの大規 

模改修、大崎小学校及び塩沢中学校のグラウンド改修が完了し、観光交流拠点整備事業直売 

所が完成いたしました。また、前年度から繰り越されておりました本庁舎北分館、それから 

塩沢小学校大規模改修工事をはじめとする繰越事業も全て完了いたしました。 

市民税では個人住民税が前年対比５,２４０万円の減となったものの、たばこ税が平成２２ 

年１０月の税率改正の影響によりまして５,６５０万円の増額となりました。 

他の税目はほぼ前年度並みとなり、全体で対前年度で１,２５１万円の減にとどまったとこ 

ろであります。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率４指標の 

うち、心配される実質公債費比率――これは３か年平均でありますが――は平成１９年度の 

２４.６パーセントをピークとして毎年度、順調に低下をしております。 

平成２３年度決算に基づく実質公債費比率は、３か年平均で１９.１パーセントと昨年値か 

ら１.６パーセント減少いたしました。豪雨災害復旧事業債の大量発行の影響はありますけれ 

ども当面、目標としておりました平成２７年度１８パーセント以下、これはもう達成できる 

と思っておりますし、２５年度中にこの１８パーセント部分も達成をできるものというふう 

に推測をしております。今後も経費の削減に努め、財政の効率化、健全化に努め、総合計画 

の着実な実現を図ってまいりますので、一層のご支援、ご協力をお願い申し上げるところで 

あります。 

概要につきましては総括を総務部長に、個別部分につきましては各担当部長等に説明させ 

ますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○総務部長 それでは総括についてご説明を申し上げます。左の上のほうに第８８号議案 

資料とあるものをお出しいただきたいと思います。全６ページの薄いものでございますがお 

出しいただきたいと思います。 

３ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の款別決算額の主な部分の比較表で 

ございます。各款別に当該年度と前年度の比較を示してございます。上の左から款、年度、 

予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額の比較、収入
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割合、収入済額の前年度比較増減欄の主な内訳等となっております。主に収入済額の欄で申 

し上げますので、よろしくお願いいたします。 

１款市税では、収入済額の欄で７５億３,２１８万円ほどでありまして、前年度に比べてマ 

イナス０.１６パーセント、１,２５１万円ほどの減額でございまして、右の欄に記載をされて 

おりますが、大きな減額は市民税で５,９５４万円ほど減となりました。固定資産税でも６３ 

３万円ほどの減でありますが、軽自動車税では３４８万円ほど、たばこ税では今ほど説明が 

ございましたが５,６６０万円ほどそれぞれ増額となりました。不納欠損額は２５５件、６, 
２１１万円ほど、また収入未済額が１５億６,４９９万円ほどということでございます。なお、 

不納欠損額の処分事由別内訳は、監査委員審査意見書１７ページに明細が記載をされており 

ますのでご覧をいただきたいと存じます。 

２款地方譲与税では、自動車重量税及び揮発油税を財源として交付されますが、前年度に 

比べ９２４万円余りの減額となっております。２１年度からの道路特定財源制度廃止に伴い 

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、旧法の地方道路譲与税で構成されているものでござ 

います。 

３款利子割交付金ですが、３５９万円ほどの減でございます。４款配当割交付金で２０万 

円の増、５款株式等譲渡所得割交付金は６７万円ほどの減、６款地方消費税交付金で９１７ 

万円ほどの減、 ７款自動車取得税交付金では８７８万円ほどの減となった結果でございます。 

この部分は消費、経済活動の多寡により上下をする科目でございますので、景気低迷による 

影響が大きいと言えるものでございます。 

８款地方特例交付金は記載はありませんけれども減収補填特例交付金、これは住宅ローン 

控除分と自動車取得税の税率軽減分で４７８万円の増でありますが、もう１つの構成要素の 

特例交付金、児童手当及び子ども手当の分のほうで２,３８４万円ほどの減であり、前年度と 

比較すると１,９０６万円ほどの減額でございます。 

９款地方交付税では、４億１,８８９万円ほどの増であり、記載のように普通交付税で１億 

２,６９０万円、特別交付税で２億９,１９９万円ほどの増という内容であります。なお、特別 

交付税の増額分には震災復興特別交付税分、１,０１９万円を含んでおります。 

１０款交通安全対策特別交付金これは反則金を主に、事故件数などにより按分をされます 

が、８９９万円ほどの収入であり６２万円ほどの減額でございます。 

１１款分担金及び負担金では、前年度に比べ６０６万円ほどの増額でありますが、分担金 

では平成２２年１２月の受益者負担に関する条例の一部改正によりまして、当該年度から道 

路整備事業分担金や融雪施設の維持分担金が減額されたことが主因で１,８２５万円ほどの 

減、負担金では保育園入園費いわゆる保育料が、２,４３１万円の増が主なものでございます。 

この款で不納欠損額１６万円余りは、入園費負担金の滞納繰越分の時効による処分でござい 

ます。収入未済額２,８１１万円ほどは保育園の入園費負担金が主な内容でございます。 

次ページをお願いいたします。１２款使用料及び手数料は５億５,７７１万円ほどで前年度 

に比べ５,３０６万円ほどの減でありますが、使用料では主に幼稚園保育料が１,０１７万円ほ



 23  

ど皆減、手数料で可燃ごみの処理手数料を主として４,２２８万円ほどの減が主なものでござ 

います。収入未済額が１,５３４万円ほどとなっておりますが、主として住宅使用料でありま 

す。不納欠損額２万９,０００円はし尿汲取手数料滞納繰越分の時効による処分でございます。 

１３款国庫支出金の収入済額は、３０億９８６万円余りでございまして、前年度に比べ１ 

１億９８３万円の減額でございました。主たる要因は、国庫負担金では民生費負担金で、障 

害者自立支援給付費、子ども手当国庫負担金など災害復旧費負担金などの皆増から２億４,３ 

８５万円ほどの増加でありますが、国庫補助金では教育費の部分で、耐震補強事業、改築事 

業などで３億２,３１１万円ほどの減、総務費の部分で地域活性化公共投資臨時交付金７億６, 
８８５万円の皆減、地域情報通信基盤整備推進事業交付金２億４,６９１万円の皆減がありま 

して、結果として記載のように補助金は１３億５,３６９万円ほどの減となりました。未収入 

済額が６億７,６９１万円ほどでございますが、公共土木施設災害復旧費国庫負担金、社会資 

本整備総合交付金などでございます。 

１４款県支出金は２７億８,７２２万円ほどであり、前年度に比べ６億３,２５０万円ほどの 

増であります。県負担金では災害救助法に基づく災害救助費負担金が１億６,０２３万円の増 

を主体として、２億８９３万円ほどの増加であります。補助金としては市町村合併特別交付 

金１億１,１６０万円、農林災害復旧事業補助金で５億５,２０８万円の増、農地及び農業用施 

設災害復旧事業査定設計委託費等補助金で３,３４９万円の皆増、被災地被災者生活再建支援 

事業補助金４,３１３万円などを主といたしまして、５億２,３２６万円余りの増加でございま 

す。委託金では参議院通常選挙交付金、国勢調査交付金の皆減を主因として７,０６９万円ほ 

どの減額でございます。記載はありませんが、貸付金で地方産業育成資金県貸付金が２,９０ 

０万円ほどの減となっております。収入未済額２１億１５６万円ほどは、安心こども基金事 

業１億３４２万円ほど、農林災害復旧事業１９億２,４１８万円ほどを主としております。 

１５款財産収入は１億１,２６４万円ほどの減でありますが、財産運用収入では４,０２２万 

円ほどの増で、ＩＲＵの契約基本料や利子及び配当金の部分での債権等売却差益を主体とし 

ておりますし、財産売払収入では前年度消防庁舎大和分署用地、旧六日町病院跡地用地、旧 

大巻小学校用地などの売払い、１億７,３３０万円ほどがありましたが、当該年度はその部分 

が減になったことによるものであります。収入未済額でありますが、土地貸付料の滞納分１ 

万５,０００円の納付がございましたが、新規に発生した部分がありまして残額は２５万円ほ 

どとなったものでございます。 

１６款寄附金３,００７万円ほどでございますが、前年度に比べ１,２９１万円ほどの増であ 

ります。一般寄附では豪雪のお見舞い、豪雨のお見舞いに係るもの、ふるさと納税、中学校 

海外派遣への指定寄附金が主なものでございます。 

１７款繰入金８億２,２０３万円余りは、７億１,４５４万円ほどの増でありますが、財政調 

整基金、合併振興基金、減債基金繰入金を主因としております。 

１８款繰越金では、収入済額８億３４７万円ほどでございますが、前年度純繰越金が４億 

１,７６５万円ほど、繰越明許等充当分が３億８,５８３万円ほどでございます。
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１９款諸収入は、１５億７,５４８万円ほどの収入で、前年度に比べまして２億６２３万円 

ほどの減でありますが、主たる部分は延滞金で２０５万円の増、貸付金元利収入では地方産 

業育成資金の預託金５,８００万円の減などが大きな理由で、 ７,６７７万円ほどの減でござい 

ますし、受託事業収入では湯沢町さんとの受託事業で斎場、ごみ処理、消防署の部分で１億 

３,２８５万円の減に、雑入では１４２万円余りの増でございます。 

２０款市債４８億９,４００万円は、前年度に比べまして、２,５９０万円の増でありますし、 

収入未済額１０億６,８４０万円は繰越明許の分でございます。なお、市債の目的別現在高が 

監査委員審査意見書２９ページに記載をされておりますので、ご参考にお願いをいたしたい 

と存じます。以上が歳入の概要でございます。 

５ページの歳出をご覧いただきたいと思います。歳出も款別に前年度と対比しております 

ので、主に支出済額の欄でご説明を申し上げます。 

１款議会費は、２億１,５５５万円ほどであり、６,６１０万円ほどの増加でございますが、 

これは議員共済会給付費負担金が６,７３９万円ほど増となっておりましてその主因でござ 

います。その他の部分は通常の経費でございます。 

２款総務費では、前年度に比べ８億１,０７９万円ほどの減でありますが、これは説明欄記 

載のように総務管理費では記載はありませんが、職員費で１億４,０７２万円の減、豪雨水害 

で各行政区さんにお難儀をかけたことから特別交付金を措置したため、行政区事業費で１,１ 

００万円余りの増、電算対策事業費の地域情報通信基盤整備事業これは光ケーブルの敷設で 

ございますが、７億４,２００万円の皆減が主たる要因であります。 

徴税費の１,００７万円ほどの減は、土地鑑定評価業務委託の皆減を主因とするものでござ 

います。 

戸籍住民基本台帳費では、一般旅券印紙等購買基金の設置から繰出金を主因として３８９ 

万円ほどの増、選挙費では参議院通常選挙費の皆減から３,６１７万円ほど、統計調査費では 

国勢調査の関係で１,５７１万円ほどそれぞれ減でありますし、交通安全の対策の部分では交 

通安全立硝員の報酬が７万円ほどの増でありますし、翌年繰越の分２４２万円は普通財産管 

理費に係るものでございます。 

３款民生費では、前年度に比べ６億４,５５１万円ほどの増であります。主なものは社会福 

祉費２,４２７万円ほどの増でありますが、心身障害福祉費の中で自立支援事業の１億５,９５ 

４万円の増、老人福祉費では介護基盤緊急整備事業費２億４,５９８万円の減、医療助成費で 

は県単医療費助成金１,２１７万円余りの増、いきがい施設費では消融雪施設工事費として１, 
７５３万円、老人ホーム魚沼荘管理運営費の相談生活支援業務委託として１,６４８万円ほど 

の増をその主因としております。 

児童福祉費の３億３,８７８万円ほどの増は、児童福祉施設費の中で公設民営保育園委託事 

業費で１億６,７３０万円ほど、私立認定こども園等整備費補助金１億４,１４５万円ほどの皆 

増を主といたしまして、生活保護費は３,２４２万円ほどの減でありますが、生活保護システ 

ム整備委託料の皆減９６４万円ほど、生活保護費で２,３９３万円ほどの減によるものでござ
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います。災害救助費３億１,４８８万円は豪雨災害、震災関連、豪雪災害に係るものの増でご 

ざいます。繰越額の２億２,１２６万円ほどは、介護基盤緊急整備事業、豪雨災害に係る部分、 

生活再建支援事業に係る部分でございます。 

４款衛生費では全体で５億５,３３６万円ほどの減でありますが、保健衛生費３億９,０５０ 

万円ほどでは、医療等対策費の中で特別会計繰出金２億４,４４４万円、総合的保健医療体制 

整備事業費の１億２,８７３万円皆増を主としているものでございますし、環境衛生費７億５ 

５９万円の減は、斎場施設整備に係るもの、清掃費では循環型社会形成推進事業費１億５,５ 

５４万円、不燃ごみ埋立て処理処分施設整備事業１億６,６８２万円余りを皆減を主とするも 

のでございます。上水道事業費２,８８６万円の減で高料金対策補助金の減が主な要因であり 

ます。繰越額１億３,７０２万円ほどは、総合的保健医療体制整備事業費の繰越明許費でござ 

います。 

５款労働費は昨年に比べ１億４,００７万円ほどの減でございますが、被災地緊急雇用創出 

事業、皆減を主とするものでございます。 

６款農林水産業費では、６,５８７万円ほどの減でございますが、農業費では土地改良事業 

費、農業集落排水事業に係る繰出金の減から５,１４９万円、林業費では森林整備加速化・林 

業再生事業を主として２,１８２万円ほどの減であります。繰越金４,０８４万円ほどは県営事 

業負担金、地産振興事業の繰越明許費でございます。 

７款商工費でありますが、２億８７４万円ほどの増でありますが、商工業振興費３億５３ 

３万円ほどの増は、観光交流拠点整備事業２億３０８万円の皆増を主とし、観光振興費９,６ 

９５万円の減は、愛プロジェクト推進事業費の皆減、観光施設整備事業費の減によるところ 

が主であります。繰越額１,０３６万円ほどは観光交流拠点整備事業の繰越費でございます。 

８款土木費は、前年度に比べ１億８,３５１万円ほどの増でございますが、土木管理費では 

総務費の職員旅費が増でありますし、道路橋りょう費が２億４,４８３万円ほど、これは機械 

除雪費、消融雪施設整備維持管理事業費、消融雪施設新設改良事業費の増を主因としており 

ます。都市計画費では、６,４１０万円ほどの減でありますが、主に地方特定道路整備事業費、 

公共下水道繰出金の減によるものでございます。住宅費では２,５９４万円ほどの増でござい 

ますが、市営住宅管理費の増が主な要因でありますし、国土調査費では２,３６６万円ほどの 

減でありますが、東日本大震災の関係で測量業務の繰越しによるものでございます。繰越額 

２億６,４２０万円ほどは、道路新設改良費先ほどの国土調査事業ほかでございます。 

９款消防費では、前年度に比べ３,５３０万円ほどの増でありますが、常備消防費３,２７９ 

万円の増では、消防庁舎改築事業費で７,４３２万円の増、車庫棟解体事業３３９４万円の減 

が主で、非常常備消防費１,７５０万円余りでは、消防ポンプ消防自動車の購入費の減が主因 

であります。防災費では防災広場整備事業費の１,８２１万円の増が主であります。翌年度繰 

越１億７,５２８万円ほどは消防庁舎に係る部分でございます。 

第１０款教育費は、前年度に比べ１２億４,３０５万円ほどの減であります。主なものは教 

育総務費で特別支援教育事業費３,６０５万円余り、子ども若者支援育成などの育成支援費で
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３,２３９万円ほどの増で、７,２００万円ほどの増加、小学校費では耐震補強事業、五十沢地 

区の統合整備事業などから９億３,２５３万円の減ですし、中学校費２億９,１７８万円ほどの 

増は耐震補強の増が主因であります。幼稚園費では５億８,８１１万円の減でございますが、 

認定こども園施設整備費の減が主体でございます。社会教育費１億３,７１１万円余りの増は、 

市民会館大規模改修事業で１億７６８万円、塩沢公民館の改修事業が主体でございます。 

保健体育費では２億５,３２８万円ほどの減でありますが、塩沢給食センターの事業費皆減 

を主因としております。翌年度繰越額２億６,１８５万円余りは中学校耐震補強に係る繰越明 

許でございます。 

６ページをお願いいたします。第１１款災害復旧費では、通常災害はそれぞれ減額でござ 

いますが、新潟・福島豪雨災害公共施設復旧費を新設をいたしまして、２４億２,４９５万円 

の皆増でございます。公共施設応急復旧費で８億２,１０１万円余り、公共施設復旧費で１６ 

億３９３万円ほどでございます。また、繰越額を３０億１万円とさせていただいております。 

１２款公債費であります。前年度に比べ６,８５８万円ほどの減でありますが、主として長 

期債元利償還金５,４３５万円ほど、長期債利子と一借利子で１,４２２万円ほどでございます。 

１３款諸支出金は、５億２,３８４万円ほどの減でありますが、土地開発公社から買戻しの 

部分の皆減によるものでございます。 

１４款予備費でありますが、充用件数３９件、充用額は８,１９４万円ほどであります。 

以上が歳出の概要でございます。なお、別冊の南魚沼市歳入歳出決算資料主要な施策の成 

果の概要、１ページから主要な施策の概要を、それから１０５ページ以降に未定稿ではあり 

ますが当該年度の決算カード、財務諸表を記載をしておりますし、同じく別冊の財産に関す 

る調書の４２ページ以降に債権、基金の状況、また４４ページ以降に介護保険高額サービス 

等貸付金それから奨学金貸与基金及び一般旅券発給事務印紙等購買基金に係る運用状況を、 

定額運用基金運用状況報告書として掲載をしておりますので、ご覧をいただきますようお願 

いをいたします。以上で総括説明を終わります。 

○議 長 監査委員の監査報告を求めます。 

○監査委員 それでは一般会計の審査意見書をご覧いただきたいと思います。 

平成２３年度南魚沼市一般会計歳入歳出決算及び基金の運用状況審査意見。１の審査の対 

象でありますが、平成２３年度南魚沼市一般会計歳入歳出決算、（７）の平成２３年度財産に 

関する調書、（８）平成２３年度定額運用基金運用状況報告書。２の審査の期間でありますが、 

平成２４年７月１７日から平成２４年８月１７日まで。３審査の方法、審査に付されました 

一般会計の歳入歳出決算書、実質収支に関する調書、歳入歳出決算事項別明細書、財産に関 

する調書及び定額運用基金運用状況報告書が、関係法令に準拠して作成されているか、計数 

は正確であるか、及び予算は適正に執行されているかを主眼に審査をいたしました。また、 

必要に応じまして関係職員からの事情聴取等を実施しております。 

審査の結果でありますが、総括としまして、審査に付されました一般会計の歳入歳出決算 

書、実質収支に関する調書、歳入歳出決算事項別明細書、財産に関する調書及び定額運用基
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金運用状況報告書は、関係法令に準拠し、計数は関係諸帳簿と符合しており、適正に作成さ 

れていたと認めました。予算の執行に関しましては適正なものと認めました。 

一般会計決算審査意見ですが、（１）の決算収支、本年度の一般会計決算の歳入総額３５０ 

億２,８３６万円から歳出総額３４０億４,１７３万円を差し引いた形式収支は、９億８,６６ 

３万円の黒字となっています。この額から翌年度に繰り越すべき財源である継続費逓次繰越 

額８,４５８万円と、繰越明許費繰越額１億８,０９４万円を差し引いた実質収支額は、７億２, 
１１０万円の黒字であり、この実質収支額から前年度の実質収支額４億１,７６５万円を差し 

引いた単年度収支額は３億３４５万円の黒字であります。 

この額に財政調整基金積立金８０９万円と、財政調整基金取崩額４億円を加減した実質単 

年度収支額は、８,８４６万円の赤字となっています。 

（２）の歳入ですが、収入済額は３５０億２,８３６万円で、予算現額３８９億３,６０２万 

円に対する執行率は９０.０パーセント、調定額４０５億５,８１３万円に対する収入率は８６. 
４パーセントであります。収入済額は前年度に比べ３億３,６６７万円、１パーセントの増と 

なっていますが、地方交付税、県支出金、繰入金の増が主な要因であります。 

財源の根幹となる市税は、７５億３,２１９万円、調定額に対する収入率は８２.２パーセン 

ト、前年度より１,２５２万円、０.２パーセントの減となり、一般会計収入における市税の構 

成比率は２１.５パーセントで前年度より０.２ポイント低下しています。当初予算額に比べま 

すと２億２,６６０万円の増となっています。 

市税の収入未済額は市民税が２億１,６１１万円、固定資産税が１２億８,２９０万円、軽自 

動車税１,０３４万円、入湯税２２８万円、都市計画税５,３３６万円、合わせて１５億６,５ 

００万円で調定額の１７.１パーセントであり、前年度より１,５８６万円の増となっています。 

市税の収納確保にさらなる努力をお願いいたします。 

市税の不納欠損額は６,２１１万円で、前年度より４５５万円の増となっています。不納欠 

損額の内容は、市民税が７８１万円、固定資産税５,０４２万円、軽自動車税１７万円、特別 

土地保有税１３９万円、都市計画税２３２万円で、いずれも地方税法の規定に基づくもので 

やむを得ないものと認めますが、滞納については管理に十分注意し、徴収に努めていただき 

たいと思います。 

本年度の歳入の主な構成割合を見ますと、地方交付税が３２パーセント、前年度３１.１パ 

ーセントと最も多く、次に市税が２１.５パーセント、前年度は２１.７パーセント、市債が１ 

４パーセント、前年度１４パーセント、国庫支出金８.６パーセント、前年度１１.９パーセン 

ト、県支出金８パーセント、前年度６.２パーセント、諸収入４.５パーセント、前年度５.１ 

パーセント、繰入金２.３パーセント、前年度０.３パーセントほかとなっています。 

自主財源比率は３４.２パーセント、前年度が３３.３パーセント、依存財源比率は６５.８ 

パーセント、前年度が６６.７パーセントで、繰入金、繰越金などの増により、前年度より自 

主財源比率は０.９ポイント上昇しました。 

市債の本年度起債高は４８億９,４００万円、前年度比で１００.５パーセント、償還額は３
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４億７６３万円で年度末残高は３８１億２,８５７万円となり、前年度末より１４億８,６３７ 

万円の増となりました。これは災害復旧費、合併特例債など増が主な要因であります。 

（３）の歳出ですが、支出済額は３４０億４,１７３万円で、予算現額３８９億３,６０２万 

円に対する執行率は８７.４パーセント、前年度に比べ１億５,３５３万円、０.５パーセント 

の増となっています。 

翌年度への繰越額は、４１億１,３２７万円で、その内訳は継続費逓次繰越額１億７,５２８ 

万円、繰越明許費繰越額３９億３,７９９万円で、本年度は豪雨災害復旧費が多額で、前年度 

より２４億７,５５５万円の増であります。主な内容は継続費逓次繰越額は消防庁舎改築事業 

の１億７,５２８万円であり、繰越明許費繰越額は豪雨災害農林施設復旧事業１９億９,８００ 

万円、豪雨災害土木施設災害復旧事業９億８９５万円、児童福祉補助・負担金事業１億８,３ 

００万円、道路新設改良事業１億８,０４６万円、中学校耐震補強事業１億７,１４７万円など 

を主とするものであります。 

公債費の支出済額は３９億７,４９３万円で、前年度より６,８５８万円、１.７パーセント 

の減となり、歳出総額に占める割合は１１.７パーセントであります。 

歳出総額における不用額は７億８,１０１万円で、前年度に比べ１億１,６７６万円、１７. 
６パーセントの増となっています。 

（４）財政状況 財政基盤の強さを示す財政力指数は１に近いほど財源に余裕があるとさ 

れていますが、０.４４７、３か年平均ですけれども、前年度は０.４６７で前年度より０.０ 

２ポイント低下しました。財政構造の弾力性を示す経常収支比率は８０パーセントを超える 

と弾力性を失いつつあるとされていますが、９０.７パーセントとなり前年度より２.１ポイン 

ト上昇しました。公債費比率は、財政構造の健全性の面から１０パーセントを超えないこと 

が望ましいとされていますが、前年度に比べ０.６ポイント低下し１２.８パーセントとなり 

年々改善されつつあります。 

基金については、財政調整基金は８０９万円を積み立て４億円取り崩したことにより、２ 

４年５月末の残高で２４億７０７万円となり、前年度より３億９,１９１万円の減となりまし 

た。また、基金全体では２４年５月末時点で６１億４,９２０万円となっており、前年同期に 

比べ７億６,６３５万円の減となっています。 

（５）まとめ 本年度は３月の東日本大震災、福島の原子力発電所の事故、７月の新潟・福 

島豪雨災害、２月の豪雪などかつてない大災害続きの１年でありました。これらの災害に対 

し、関係職員をはじめ支援いただいた各関係機関の皆様に深く敬意を表するとともに感謝申 

し上げます。 

本年度、重点施策として取り組んできた雇用対策、医療・福祉の充実、子育て環境の充実、 

教育・文化・スポーツ環境の充実、産業の振興、コミュニティ活動の推進、財政健全化の推 

進の各施策ともほぼ計画に沿った取り組みが進められ、その成果も認められます。また、総 

合支援学校建設事業、大原運動公園整備事業、図書館建設事業、魚沼基幹病院、仮称ですが、 

の建設に伴う既設病院の再編整備などの大規模事業が具現化され進行中であります。いずれ
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も市民の期待も大きい事業でありますが、財政面から不安視する意見もなされています。合 

併特例債の発行可能期間の延長が認められましたので、財政状況等を鑑みながら再度、財政 

計画を検討し進めていただきたいと思います。 

欧州債務危機の拡大による不安要因から円高が進み、企業や個人の投資の頭打ち、加えて 

政治の混乱など、経済不況と雇用問題の改善はならず、先行きの不透明感と不安はさらに拡 

大しています。加えて大震災、豪雨災害などの影響もまだ続く中で、引き続き厳しい経済環 

境が続くと思われます。情報収集と的確な情勢把握を行い、市民の安心・安全と健全な行財 

政運営に一層の努力をお願いいたします。 

なお、決算概要詳細につきましては８ページ以降、記載のとおりでありますのでご覧いた 

だきたいと思います。以上、簡単でありますが審査報告とさせていただきます。 

○議 長 昼食のため休憩といたします。休憩後の再開は１時ちょうどといたします。 

（午前１１時５１分） 

○議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１時００分） 

○議 長 なお、中沢一博議員より午後３時から４時頃まで欠席の届が出ておりますの 

で、これを許します。 

○議 長 平成２３年度 南魚沼市一般会計決算全般に対する大綱質疑を行います。 

○寺口友彦君 井口市政８年目の最後の決算審議というわけなのですが、この２３年度の当 

初予算を執行するにあたって市長は７つの重点目標を掲げてまいりました。その１つが雇用対 

策であります。２つ目が医療・福祉の充実と、そして３つ目が子育て環境の充実、４つ目が教 

育・文化・スポーツ環境の充実、５つ目は産業の振興、６つ目がコミュニティ活動の推進、最 

後に７つ目として財政の健全化という７つの目標を掲げて予算執行に当たったわけであります。 

先ほどの監査委員の意見の中にも計画どおりに進めたという報告もありましたが、井口市長本 

人の口からこの７つの重点目標について、どういう総括をしているのかというのをまずお聞き 

をしたいです。 

それから数値的なものを言えば、市税の７５億円に対しまして人件費が一般会計でいけば５ 

２億円であります。さらに公債費が約４０億円という部分であります。この人件費と公債費の 

合計金額に対して市税がかなり少ないという部分は、ずっと続いているわけなのですけれども、 

この状態を見てどのように思っているのかということをお伺いいたします。 

それとあわせまして２３年度は地震がありましたし、豪雨水害もありました。年明けての豪 

雪もあったりもして、本当に不測の事態が３つも発生をしたわけであります。その中での予算 

執行の中で財政力指数が０.４４７と若干悪化をし、経常収支比率も９０.７と９０パーセント 

を超えたという部分は不測の事態であったという部分もありますけれども、この数値を見てど 

のように総括なされたのか。この３つをお伺いします。 

○市 長 ２３年度総括いたしまして、今おっしゃっていただいたその重点施策７項目、 

個々にはお答えということにはなりませんが、ほぼ目標どおりにはいったのだろうと私は思っ



 30  

ております。また、これはどうだ、これはどうだという具体的なことがございましたらお願い 

いたします。 

それから人件費と公債費、これはある意味合併以来、それも合併前の旧町からの何ていいま 

すか、この地域の財政的なある意味改善していかなければならない宿命的なものであったわけ 

でありまして、人件費につきましてはご承知のようにこの５か年間の中で３３億円だったか３ 

５億円削減をしてきているわけですし、公債費も今まで部分の返済というのが非常に多かった 

わけであります。けれども、これからは合併特例債等を活用してきちんとやっていけば、先般 

も申し上げましたが、この８年間の中でいわゆる市の借金総額を約１００億円減額させていた 

だいて、２４年度から平成３３年までのまた１０年間でもう２１６億円削減していこうという 

ことになります。高止まりというかそういう部分はまだあります。とてもその１に近づくとか 

限りなくゼロに近づくとかということにはまだ当面はならないと思いますけれども、危機的な 

状況という部分は既に脱しているということだと思います。財政の硬直化というのは確かにそ 

のとおりでありますけれども、その分それぞれ国・県補助等あるいはそういうものを活用しな 

がら市民の皆さん方の求める施策、これは何とか遂行できたものだと思っております。 

災害に関しましては、まさに東日本大震災これは直接的に私どものところに――放射能とい 

う部分はありましたけれども――ありませんでしたが、避難の皆さん方の対応とか本当に今ま 

で経験したことのない災害対応でありまして、これについては職員をはじめとして関係機関の 

皆さん方から本当によく対応していただいた。豪雨災害につきましてもこれほどの水害という 

のはほぼ経験がない。こういうことでありますが、これも地域の皆さんも含めて本当に対応は 

良くやったと私は自負しておりますし、皆さん方に感謝を申し上げたいと思っております。 

そういう中での先ほどの財政力指数、こういう部分は冒頭申し上げましたように徐々に改善 

はしていくものだと思われます。ただ、ただ市税がですね、ある程度飛躍的に伸びるという方 

向がまだ見えておりませんので、何と申しましてもここの部分を涵養・培養していかなければ 

これは永遠に解決できない問題だと思っておりますので、今後は企業誘致等も含めてこの市税 

の涵養・培養に努めてまいりたいと思っております。 

○寺口友彦君 新市建設計画に載った建設事業を粛々と、というのが井口市政の基本であっ 

たわけなのです。２３年度の７本柱を見てみましても、その市長の政策的な部分というのであ 

れば、例えば住宅リフォームであったり、子ども医療費の部分であったり、コミュニティにつ 

いて、人口に比例して増額をするという部分がなされたわけなのです。こういうものを見てい 

きますと、本当にここに住んで良かったなと思われるようなまちづくりをしたいという言葉で 

２３年度の市政方針演説は結ばれているわけですね。その方向に向かいつつあるのだなという 

ふうな思いもありました。 

ただ、やはりその住民から出た声といいますか、それにどのように応えていくのかなという 

部分が、やはり投資を求めるものではなくて、そうでなくて仕組み自体をちょっと変えたらど 

うかというような部分が出たわけなのです。そういうような動きがあった中でも、私はやはり 

災害対策に対して速やかな対応をとって、決算を見てみれば財政力指数であったり債務残高で
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あった部分が悪化をしているというのは、これは致し方ない部分だろうと思います。ただ、住 

民の皆さんの意見をいかに酌み取っていくかと、話を聞いていくかという部分での姿勢という 

ものには私は若干問題があったのではないかと思っておりますが、このことについて市長はこ 

の予算を見てどういう総括をされているのかお聞かせ願いたい。 

○市 長 投資という部分につきましては、やはり将来的な南魚沼市の都市基盤・生活 

基盤、そういうものを築く意味で、それこそ新市建設計画に搭載された事業を誠実に着実にや 

ってきたわけであります。一部というそのご批判については真摯に受け止めますけれども、多 

分に大きな誤解に基づく部分、これについてそういうご意見を求める方たちとも私も話もしま 

したが、かみ合う部分が非常に少なかったということであります。財政の状況が心配だとか、 

それについてはこういうことでご心配はいりませんという話をするのですけれども、なかなか 

それを受け入れていただけなかった。 

片ややはり推進ということもあります。都市基盤整備とかについてはですね。ですから、相 

反する意見が出ることはもう間違いない。その中でどうしていくかということはいちにかかっ 

て私がどこかに決断をしなければならないわけであります。そしてその決断した方向を議会の 

皆さん方にお示しをして、そして予算の中できちんと議決をいただく。これが今の議会制民主 

主義ということの流れでありますので、我々が反対したから、そしてそのことが実現できなか 

ったから、なおことさらまだそのことを強く主張するというのは、私はちょっとある意味今の 

制度を無視している。そういうことだと思いますけれども、ただそれを一切捨てて、いわゆる 

強引にという部分は私はあったとは思っておりません。 

ですので、これからも当然住民・市民の皆さん方のご意見等は十分伺いながらやっていくわ 

けですけれども、先ほど申し上げましたように、何をやるにしても相反する部分が必ず出るの 

ですね。そこで、ではどうしていくかということが我々に求められていることだと思いますの 

で、一時的な批判はあったにせよ、それはそれとして必ず今やっていることが、そしてこれか 

らやろうとしていることが、後世の皆さんに評価をしていただけるものだと私は思っておりま 

すが、これは棺を蓋てからということになりますので、私の目で見届けられるかどうかはこれ 

はわかりません。わかりませんが、そういうことにはきちんとした信念を持って対応をしてい 

こうと思っております。 

ただ、反対だ賛成だという皆さん方の行動をそれぞれ非難するということは極力避けたいの 

ですけれども、間違った情報を伝達したり、間違ったことを広く伝えられたりというのは、い 

ささか私は残念ではありました。 

○寺口友彦君 首長は市民の直接選挙で選ばれるわけでありますし、議員もまた住民の選挙 

を受けて選ばれるわけです。二元代表制ということで・・・はお話をされるわけなのですけれ 

ども、政治的な決断を迫ったときには市長はそれなりの覚悟を持ってやるわけであります。そ 

れは承知をしております。ただ、議会内での少数意見というものに対する姿勢といいますか、 

そういう部分でもう少し聞く耳を持つべきではなかったかなという思いはあるのですけれども、 

そこについて市長の意見を聞いて大綱質問を終わります。
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○市 長 議会の皆さん方のご意見等は十分尊重はしながら、しながらですけれども、 

先ほど申し上げました、どこかで結論を出さなければならないわけでありますので、私はそう 

いう結論を予算に反映させて、そして議会の皆さん方のご判断を仰ぐということをやってきて 

おります。ですから、例えばはっきり言いますけれども、野球場問題に関しても当初描いてい 

た計画からは相当何ていいますか見直しをして、ああいう形になってきているわけです。それ 

はとりもなおさず、それぞれの皆さん方のご意見も伺いながらここまでやってきたということ 

ですから、そういう面では１００パーセント反対派の皆さんのご意見を、あるいは議会の皆さ 

ん方の相反するご意見を反映したということにはなりませんけれども、相当配慮をしながら、 

注意をしながらやってきたというふうに考えております。 

議会の中での少数意見といいますかこれはこれとして、生かせる部分は当然生かしていきま 

す、私も。しかし、決定的に対立している部分でそれを少数意見にずるずると流されるという 

ことになりますと、それでは多数意見はどうなのだと、こういうこともございますので、やは 

り議会の中ではこの多数決という部分がどうしても出てくるわけであります。そこにも配慮を 

しながらということですから、まあ八方目を配りながらやってきたつもりでありますが、ご不 

満の点は多々あるかと思いますけれども、今後は十分またそういうことにも配慮をしながらこ 

れから市政執行に当たっていきたいと思っております。 

○牧野 晶君 大綱質疑ということですけれども、全般的に関わるのでちょっと聞いてみた 

いのですが。それこそ物品を購入したとか処分したときに、その条例をちょっと今私手元にな 

いのですが、処分規定があるわけですよね。確か、物品、例えばこのボールペンを処分します、 

お金に価値があるときはちゃんと公売しなさいよというふうに、私、規則だったかでなってい 

たと思うのです。うちの市は要はお金の価値がある場合は売りなさいよと、公売しなければな 

らないとなっているはずですけれども、他市では例えば３万円未満のものはそのまま処分して 

いいですよとか、そういう規則があるわけですよね。それでいけば、魚沼市など多分それでや 

っているわけです。その中でうちのようにゼロからやっていると、今多分、きっと規則――私 

が間違えているのだったらそこのところはそこのところでちゃんと訂正というか、指導してほ 

しいのですけれども――多分そういうふうになっています。単純に公売しなさい。でもその一 

定の金額、１万円なのか３万円なのか。その１万円以下は公売しなくてもいいよとか、そうい 

う決まりがないと、本来であれば私はまずいのではないのかなと思っているのです。どういう 

ふうにして物品を処分するときに流れをしているのか。ここでちょっと大綱の中でやるのもお 

かしいかなと思ったのですけれども、でも出だしの出だしで、どこの課にも関わることなので 

ちょっと私、聞いてみたいと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○総務部長 鉛筆とかいわゆる消耗品の部分については、物品という考え方でなくてそれは 

駄目になれば処分をさせていただきます。備品については長く使えるものという定義が一番な 

のでしょうけれども、金額的には５万円以上ということで財務規則上定義になっております。 

ですので、それを処分するときにどうしようかということですが、使えないものについては当 

然廃棄処分という処分の仕方がございますし、なお使えるということであれば、例えばブルド
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ーザーですとかのものについては競り売り、若しくは入札で売却をするということです。一義 

的にはその物品が使えるか使えないかということで判断をさせていただいておりますので、金 

額で５万円以上は全部競り売りにするということでは現在はありません。状況は以上です。 

○今井久美君 最初にちょっと資料をお願いしたいなと思いまして、決算資料の中で毎回付 

けていてもらいましたが、調べれば出てくるのですけれども、市債残高、会計別のやつが載っ 

かってどこかにいればあれですが、あれば見やすいし、あれだけ一般質問でも財産をいろいろ 

心配の声が出ていたり、その運営について話が出ていますので、そういうふうに付けてもらえ 

ればいいなということでこれは話をしておきます。 

それで、私が聞きたいのは、この財産に関する調書ですね。今ほどもこれは一般会計だけ。 

財産の中で普通財産、いろいろ車から不動産から何かばっと出ていますが、例えばこの普通財 

産の終わりのほうの１８ページですか、この野瀬ヶ原など土地開発公社から来たのがあります。 

そういうのが、今の牧野さんではないですけれども、やはり土地開発公社にあったときは金額 

があったわけです。購入価格は２億円で金利が付いて４億円近いというのが金があったと思う 

のです。それがここに来ると平米か何かになってもう全然わからないわけですよね。普通の財 

産、その下の阿部産業のがどうか、幾らなのか何だかもわかりませんけれども、やはりこれは 

公会計でちょっと違うところもあるかもしれませんが、公用地を売却という時々公告も出すと 

思います。そのときもやはり金額があります。土地開発公社のものはなかなか出ませんので応 

談ということになっていますけれども、そういった民間に渡ったら価値が出るものも動産も含 

めてあるかもしれないので、これをどのように、全部皆さんのほうでは入れた金と今現在の簿 

価、実際売るときにはこのくらいになるとか、そういうものを持っているのかどうなのか、ち 

ょっと確認したいと思います。 

○総務部長 １点目の市債の目的別の残高ですが、これは先ほど申し上げましたが監査委員 

さんの決算資料の２９ページに市債の目的別残高表が出ておりますので、ご覧をいただきたい 

と思います。 

それからもう１点の財産の関係でございますが、大まかに言いまして行政財産といういわゆ 

る仕事に使う財産があります。例えば庁舎もそうなのですが、それからそれ以外の普通財産と 

言われるものがあります。財産につきましては土地開発公社のほうと違いまして、それの簿価 

という考え方は現行の財産調書の中では持っておりません。したがいまして、どこに何平米あ 

るというのは当然この中でおわかりになりますが、その金額が現在価格幾らであるというのを 

例えば複式簿記のように資産としてその土地を価値として載せているということでありません 

ので金額は出ておりません。 

それから、先ほどおっしゃった売却の際につきましては当然近傍類似とか、あるいは土地鑑 

定評価を行いまして適正価格で売却をさせていただくような公告をしているということでござ 

います。以上です。 

○今井久美君 今の市債残高のところなのですが、２９ページに一般会計が出ていますけれ 

ども、私が言ったのはよく会計別になっていたのがあったではないですか。ああいうやつがぱ
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っとあれば、今まであったのがなくなっていたものだからそのことを言ったのですけれども。 

今の財産のほうですけれども、それは確かに公のほうの取り扱い方で違うのだろうなと思いま 

すし、やはり民間の会計とは違いますので帳簿価格で幾らかという管理はしないのだろうなと 

思いますけれども、ただせっかく持っているものが幾らくらいあるのだろうかというのはそれ 

となく把握をして、有効に活用できるものは民間に渡して有効に活用してもらうという考え方 

は、やはり常に持っていたほうがいいと思うのです。 

ずっとこの中において多分、みんな人間がもう変わっていきますので、そのうちみんな訳が 

わからないですよね。長森運動公園が幾らだったかこうだとか、いろいろ開発公社が努力して 

もらって金利が発生してこないようにこうしてもらったのですが、その中へ眠ってしまうとい 

うのはある意味もったいないような気がします。 私、土地開発公社のときにも言ったのですが、 

皆さんがこれを時々広報か何かに載せて、さあ、買いたい人は申し出てくださいというのもな 

かなか難しいので、もし案件が実ったら多少の手数料を差し上げてでも、それを専門でやって 

いる不動産の皆さんにお願いするということもあってもいいのではないかなと思っています。 

かなり前ですが、これはもう民間とそれこそ公とは違いますけれども、長岡の老舗の建設業 

者がつぶれたことがあります。その会社はいろいろな噂があっても国道沿いにかなりの不動産 

を持っていましたので、 あそこのうちは大丈夫だというのが、 年末と月末に現金ができないで、 

やはり倒産してしまったのです。ものすごい不動産を持っていたのです。不動産をいっぱい持 

っていてもやはり金が強いというのが、私はずっとその頃から思っていますし、公共のもので 

すからみんなの財産です。これはこれで保有しているのはいいかもしれませんが、活用できる 

点はやはりそれでも活用して民間活力をまた景気付けるというのも必要だと思うので、また今 

後も一考していただいてぜひ対応してもらいたいなというふうに思います。以上です。 

○総務部長 土地につきましては全く普通財産の部分についてはおっしゃるとおりでござい 

まして、ただ道路の脇の付け替えた部分とかそういうものまでみんなこの中に入っております。 

とてもこれを全部というわけにはいきませんが、普通財産として私どもが持っていても何ら価 

値にならないわけでございますので、売却できるものは売却をさせていただいて、固定資産税 

をいただいたり、建物を建てていただいたりというふうな使い方にしていきたい。なるべくそ 

のようにしてきておりますが、またさらに心がけたいと思います。 

そらから記載の部分につきましては、ここについては一般会計だけでございますので、各水 

道会計等々につきまして決算の報告で市報に載せるときはみんな寄せて載せるのですが、会計 

別の審議でございますので、ここでは一般会計だけということでご容赦いただきたいと思いま 

す。以上でございます。 

○若井達男君 今ほどの９番議員にも関係することですが、この財産に関する調書です。ま 

ず最初は１９ページ、（５）の有価証券この中に（株）ガーラ湯沢というので２００万円の有価 

証券を当市とすると保有しているわけです。それはそれでいいのですが、今このガーラと市の 

関係はこういった株主というような形の中でどのような関係に置かれておるか、それをひとつ 

お聞かせください。
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あわせて２０ページになりますが、下から１０行目くらいになりましょうか、八海山白の世 

界文化村、ここに３,０００万円という権利、出資による権利というのが出ているわけです。八 

海山白の世界、これはトミオカホワイトですが、財団とするとこれは清算がなっておりますが、 

この３,０００万円はどういった解釈をすればよろしいか、その点。 

もう１点ですが、今ほど９番議員の方からもいい発言をしていただいたと思うのが、我々、 

私もこの議会を外れれば宅建業の一業者でございます。そうした中に宅建業者が市の財産の処 

分に携わったときには、これは民間業界の仕事でございますので、やはりれなりの手数料とい 

うものは当然付いて普通だというふうに考えておりますが、その辺、市側の考え方をひとつお 

聞かせいただければというふうに考えております。お願いします。 

○副 市 長 ご質問の第１点目でございますが、ガーラとの関係でございます。ガーラス 

キー場のところに湯沢町の土地、それから旧塩沢町の土地、それから旧、あれは中里になるの 

ですか、十日町に今。それぞれ湯沢さんからは町長さんが取締役ということで、南魚沼市から 

は私のほうから、それから十日町も副市長が取締役ということでそれぞれ参画をさせていただ 

いて、スキー場そのものの経営についてのいろいろのことはしますが、ただ、あそこはもうＪ 

Ｒの１００パーセントの子会社でございまして、そちらのほうのいろいろのノウハウの中でガ 

ーラスキー場は運営をされていると。私どもは当初のときの何ていいますか、旧塩沢町がそこ 

に入ったときのものを南魚沼市がそっくり引き継いでやっているというような――十日町もも 

ちろんそうでございますが、そのような状況でございます。 

○総務部長 最初の２０ページの八海山白の世界文化村３,０００万円でございますが、私も 

そこに携わっておりましたので承知をしておりますが、清算財団になって清算をしておりまし 

て、この３,０００万円はちゃらという言葉はおかしいですが、なったわけでございますので、 

まことに申し訳ありませんが誤載でございました。申し訳ありませんでした。 

それから宅建の部分につきましては、今ここででは宅造する場所、あるいはお願いをする場 

所はすっと浮かんできませんが、私どものほうでまた宅建業界なり、あるいは個別の不動産業 

者さんなりとお願いをしてやるということになれば、当然契約の中で手数料を――宅建業界さ 

んのほうで手数料が決まっているかと思いますが、手数料をお支払いして実行するということ 

になろうかと思います。以上でございます。 

○若井達男君 第１点のガーラ湯沢についての関係は今副市長のほうから答弁いただきまし 

た。実はもう昨シーズン雪がなくなりましたものですから、私どもの仲間が石打丸山スキー場 

の施設をお借りいたしまして、そのとき市長のほうからもご出席いただいております。その中 

にはガーラ湯沢さんの役員の方も出席いただいておりまして、そしてそこで意見交換がされま 

した。 

やはりこれらは本当にこの南魚沼市、この南魚沼における観光行政についてのいい機会でも 

あり、また前向きに進んでいく、そういったことがありましたものですから、やはりただ単な 

る一株主ということでなく、一自治体の株主ということでなく、やはり大いにこういったこと 

は連絡を取り合った中で進めていくのが、まさにこれからの観光行政における、これとて一歩
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ではないかと思いますので、大いにひとつこの２００万円の有価証券は生かしていただきたい。 

あわせてこれは道光高原におかれても、このゴルフ場は一度清算されたものなのですけれども、 

１００万円の有価証券の保有主というふうになっているものですから、やはりこういった面も 

大いに活用するものだというふうに考えておりますが、よろしくお願いいたします。 

それと、１０ページのトミオカホワイト、私もこれには関係しておりました。そういうこと 

で、やはり先ほどのこれも９番議員からお話が出ました、公社が持っておった財産を普通財産 

にすると、そういうふうになると当然のことながら数字は確かに出てこないのです。出てきて 

はいけないと思うのです、私は。それは部長の答弁のとおりでいいと思うのですが、まさにこ 

れなどは私は載るべき数字ではないというふうに感じたものですから、取り扱いをどういうふ 

うにしたらいいかというようなことを伺ったわけです。そのような答弁であれば私も全く問題 

はないと思いますが、ひとつ今後はそういった扱いでお願いいたしたいと思います。 

それとあわせて、この市の財産処分に関わる不動産業界の手数料云々ですが、これは部長の 

答弁のように取り扱いは当然のことなのですが、ただ、一般の皆さんがどうして市の財産処分 

に業者に手数料まで払うのだという、通常の商取引でありながらそういった見方をされるもの 

ですから、やはり業者とするとなかなか前向きに仕事に取り組めない、やれないということが 

事実です。これは一自治体とは言いながらまさに自治法で定める中に一法人です。なものです 

から、官民の取引であってもやはりそこに手数料が伴うものはきちんとその対応が必要だと思 

います。 

あわせてもう一言、これは私事になりますが言わせていただければ、議員の身でその資格を 

持って取引をしたときにどうだというのは、これは裁判の判例にもなっておりますけれども、 

決して兼業の禁止には値しないと。継続性がないから値しないということが判例でも出ており 

ますので、ひとつ私がこの一歩席を離れたら大いにひとつ使っていただきたいというふうに考 

えておりますが、以上です。 

○中沢俊一君 ２２番、中沢俊一のほうですが、すっかり影が薄くなってまいりました。市 

長とこれはもう見解が違わない方面から少し今日は伺ってみようと思っております。９月１０ 

日だったでしょうか、朝のみのもんたの番組がありまして、その中で維新八策という紹介がご 

ざいました。幾つかある中で私が背筋がぞっとした部分が実はあったのですよ。というのは、 

地方交付税を廃止して消費税を充てていくと。これで、これはいいというふうにみのもんたさ 

んは素通りしてしまったのですね。あの番組の影響力というのも結構大きいもので、維新の会 

がすぐに国政を左右するということは私はないと思いますけれども、こういう考えがやはり国 

の地方への財政・支援、そういうものに影響しやすくなるのではないかなと思って私は心配し 

ました。 

そこで伺うわけでありますが、さっきの説明にもありましたけれども、実質公債費比率が間 

もなく１８を割ると。あるこの同僚議員さんによれば完全な健全水域に入りつつあるというこ 

とでした。ところがこの１８パーセントという水準がどうかと言いますと、以前エコノミスト 

という経済誌から引用した例もあったわけでありますが、１,７５０ある市町村の中でこの当時
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１８パーセントを超えていた自治体は３００ちょっとにとどまっておりまして、そのとき我が 

南魚沼市はワースト５０何位でありました。これはわかりますよね。 

地方自治の研修会に行きまして、私がなるほどなと思ったのは、これからは通信簿の時代で 

はない、偏差値の時代だと。これはこちらのほうの会派の皆さんと一緒にその先生から学んだ 

わけでありまして、冒頭に言ったことですからこれは多分本当でございましょう。今までは赤 

点で先生の鉛筆をなめてもらわなければ進級できなかった。まあまあ認可がなければ借金がで 

きなかった。しかし、そういうものから８０点９０点の自治体と競争していかなければならな 

い。それには借金があるかないかが非常に大きい足かせになるということでございます。この 

辺についてはまず市長と私は意見が同じだと思うのですが、この辺の見解をお願いします。 

○市 長 維新八策だか船中八策だか、何か夏みかんが売れないで八朔が売れて困ると 

いう話があるそうですけれどもそれは別にいたしまして、この地方交付税を廃止をして、消費 

税をそれに充てるというのは、これは大都市の裕福なところはどうだかわかりません、人の多 

いところは。しかし、その地方交付税の趣旨から言って、日本の均衡ある発展を目指す。そう 

いうことになりますと、例えばこれを本当にやってしまいますと、相当の市町村が財政が壊滅 

状態になると思います。だから、どこを見てそういうお話をなさっているのか私はわかりませ 

んけれども、このことは余り地方の実態を知らない方ではないかというふうに思っておりまし 

て、こんなことができるはずもないと思いますし、してもらっては困るということです。 

それから１８パーセント以下、これは当面健全、いわゆる標準的な部分にまでやっとこぎ着 

けますと。ですから健全経営的になってきていますということです。 

そこで、これは率が低いほうが当然いいわけですから、ただ議員ご承知のように、私たちの 

市は特殊であったということはご理解ください。これはご理解いただいていると思います。で 

すから、それも含めて徐々に低下をさせてきているということですから、この数値で満足をし 

て、もうこれでいいのだということは全く考えておりません。考え方は議員と同じであります。 

○中沢俊一君 でありますから、ああいう影響力の大きいコメンテーターが、これはいいと 

いうふうに素通りしてしまったと。これは本当に今言うとおり、もし、そういうふうに若干の 

そういう雰囲気を察知した主権政党が、そういうようなさじ加減を始めると本当にいっぺんに 

影響を受けるのが私どもだと思うのです。こういう負債の大きい、どうしても返済しなければ 

ならない。であるから、いろいろな意味でやはり使い道の選択、特に借金の場合には――これ 

は普通の経営と同じですけれども――大いに留意をしてやっていくのだと、これは共通だと思 

うのです。それはいいですよね。 

さて、その中で私は８月１９日、中学生議会がこの場でございました。その中でもう１点― 

―これは市長と私が少し見解が違うかもわかりませんが――中学生に対しまして、この市の財 

政のことをもう１０年すると一般会計の規模と一般会計の負債が同じになると、 極めて珍しい、 

いい例だというふうにおっしゃいました。また、もう１点で私が気になったのは、農業の生産 

額が県下で新潟市に次いで売上げ、収入が２番目だと、こうおっしゃいました。我々にそうい 

う２点を言うのはこれはまあ結構ですよ、いろいろな斟酌をする人間がいますから。しかし、
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中学生にこういうことを言ってどうなのかなと思ったわけですが、その２点についてちょっと 

お願いします。 

○市 長 中学生の皆さんがいろいろ建物を作ってもらいたいし、施設の整備もしても 

らいたいけれども、夕張市のようになっては困るのでその辺も教えてくださいと、こういうこ 

とだったのです。ですから、今、南魚沼市はこういう状態です。そしてあと１０年経つと今の 

計画では一般会計の負債、市債残高が３１０億円から２０億円前後になると思うのです。それ 

は今の会計の予算とほぼ同額になりますから、これは非常にまあある程度珍しい、そのくらい 

健全的になっていきますよという話をしました。 

それからもう１つ、農業。だってこれは中学生でそれをして何が悪かったのでしょうか。だ 

って新潟市が一次産業の額が３４０～３５０億円でしたか。次いで南魚沼市が１４７か１４９ 

億円です。これは誇るべきことだと、こういうことを基幹産業たる農業で南魚沼市はこのくら 

い頑張っているのですよということを申し上げた。これは新潟県の１００の指標に出ています 

から、私が言おうが言うまいが事実としてそこにあるわけですから、全くそれが問題というこ 

とになると。ちょっと私は何が問題点なのかよくわかりませんが、事実を申し上げたまでであ 

りまして、子どもたちに農業ということも素晴らしいことなのだということを言ったつもりで 

あります。 

○中沢俊一君 一般会計の規模と一般会計の市債残高がイコールであると、極めて珍しい健 

全な状態だ。それは多分私と市長の１,７５０の自治体をつかんだ中で、私はかなり違うのでは 

ないかなと思っています。それがまず第１点です。 

もう１つ、市長の数字の捉え方ですが、私はこの農業のこの数字を見た場合は、とても収入 

とか総生産額ではないと思いましたね。但し書きを見てみると、これは企業でいえば付加価値 

ですよ。収入とは大きく違うわけです。（「収入などと言っていない。」の声あり）言いました。 

収入、売上げと申しました。 （「売上げですから」の声あり）今言ったとおりです。しかしなが 

ら、そこからそこに投下する様々な、そういう何ていいますか、これを差し引いた額がここに 

載っているわけです。それが我が南魚沼市は新潟市に次いで２位と。中身がいいということな 

のです。売上げではございません。 

ですから、そういうことがもしかしていろいろなところで私と市長の場合では数字の捉え方 

で今までも違ってきました。でありますから、我々であればそれが斟酌できるけれども、中学 

生は全くストレートに感じるわけです。でありますから、よくその辺のことは注意をして把握 

をしてほしい。そのことだけ申し入れておきます。 

○市 長 まあ私も相当気を付けながら発言をしているつもりでありますが、その１次 

産業については総生産額とありますね、生産額。頭に生産額と載っている。そしてだんとつが 

新潟市。ここに書いてあります。第１次産業の市町村内の総生産と、ここに書いてある。南魚 

沼が１４６億円ですね、新潟市が３８０億円こういうことでありますので、これを申し上げた 

までです。生み出された付加価値産業――まあまあこれはいいですけれども、こういう数値を 

申し上げて、私たちの南魚沼市は基幹産業たる農業でもこれだけ頑張っているのだということ
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を申し上げただけで、これが問題になるようであればどうぞ追求してください。中学生の子ど 

もたちがこれをどう受け止めて誤解をしているか否か、それでは調べてみてください。もし、 

そういう誤解があって、大変なことだということであれば私が謝罪をしてまいります。 

○岡村雅夫君 災害の年でありますが、その中の１つの震災、震災に関してのその東電の関 

係です。放射能の関係で臨時的なそのいろいろな出費、人件費等があったかと思うのですが、 

ちまたではよく責任が政府だとかあるいは東電だとかという話なのですが、実際そういう市民 

のためを思ってこういう測定をしなければならないとか、あるいは処分・処理・保管をしなけ 

ればならないとか、あるいはいろいろな広報をしなければならないとか、いろいろあったかと 

思うのです。 

そうした中でどの程度の出費があったのか。そして、どの程度の歳入が見込めるのか。ある 

いはそれが簡単に交付金というような形で来るものであるのか。どこにどう請求をし、そして 

それが累積でこれだけの今残高になっていますとか、請求残高と申しましょうか、そういった 

形になっているのかとういうあたりが調査してあるようであれば、これは特に明らかにしてお 

く必要があるのかなというような気がします。 

災害のためにというのは、直接的には７月の豪雨水害というような形が会計上ではぽんと出 

てきているようでありますけれども、私はその放射能の関係というのは今後もずっと何らかの 

形で続く問題だと思うのですが、そういった整備をされているのかどうかひとつお聞きをした 

いと思います。 

大綱でやればいいのかどうかはわかりませんが、先ほども市長が言うもう１点で、市税の関 

係が非常に問題視されるのではないかなという気がするのです。まあまあ景気とかそういう問 

題もさることながら、市民のやはり所得が落ちる、それは直接的な所得税ですよね。もう１つ 

が固定資産税という形で、もうえらい不納というか未済額が積み増しされていくということは、 

その因果関係ですね、それをもう少しきちんと分析しておられたらひとつ考え方をお聞きした 

いなと。要するに市税全般の中でなぜこういう事態が起きているのかというあたりをどう捉え 

ているかひとつお聞きしたいと思います。 

○市 長 震災といいますか、放射能関連の費用につきましては基本的に、水道もあり 

ますし、下水もありますし、一般会計分もあるわけでありまして、これは後ほど数値は総務課 

長がお話しますけれども、東京電力に請求をするということであります。そして、下水のほう 

がもう始まったのかな。下水は具体的に請求をして交渉が始まっていますが、あと水道それか 

ら一般会計分、これはきちんと把握してございますので、後ほど数字を申し上げます。東京電 

力に全て請求であります。 

それから、市税の中でこの固定資産税の滞納繰越、市税だけで１２億円でしたか。相当数が 

固定資産税であります。これはやはり大きな建物を有して土地も相当数の土地を所有して、し 

かも単年度ということが殆んどなくて、ずっと長い間なかなか発生した部分を納めきれないで、 

現年分が全部納まればある意味いいほうという部分が相当あります。ですので、これがなかな 

か減っていきません。しかし、前にもちょっと申し上げましたように、今ここで市が差押えを
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した中でそれが全部回収できるかといいますと、魚としさんがああいう形になりました。これ 

はもう市で回収できる部分というのはほとんどないということだと思っております。水道も下 

水もそれから市税のほうもですね。やはり民間の金融機関が相当入っておりまして、ですので、 

まあ何とかいい時期が来るまでとにかく継続して営業してもらいたいと、そういうことを願い 

ながら私たちはやっているわけですが、しかし、これもいずれは限度がありまして、そのとき 

には非情な決意をしなければならないということだと思っておりますけれども、まだその状況 

ではないというふうに感じております。 

○総務課長 それでは放射能の対策経費といいますか、放射能に係る経費について今までの 

まとめてある額を申し上げます。それこそ一般会計はほとんどが学校、保育園等の汚染土砂の 

撤去及び運搬、保管に関する経費でございます。下水道に関しますと、放射性物質の測定費、 

検査費、それから水道ですと浄水発生土の保管、運搬、測定費。それから廃棄物に関しまして 

は飛灰の運搬料から始まり、放射線物質・空間線量の測定費、その他これからいわゆる放射性 

物質を含んだ飛灰等の処理のための機械設備の改修、それから実際にキレート処理と申します 

か、処理できるような処理の委託料等がございます。今現在ですと全部合わせまして３,６００ 

万円弱の経費が支出されているところでございます。 

当然職員が測定したり出張したりという人件費は、この額にまだ含まれておりません。それ 

で基本的に東京電力に賠償を請求するということで、いろいろな説明を受けたり東京電力から 

の状況を伺ったりしている時点でございます。国の賠償に関する中間指針までしか出ておりま 

せん。その中では細かなこういった経費について賠償するというのが、まだうちのほうが対象 

になるものが出ておりませんで、ただ、下水につきましてはこういった内容の経費については 

請求してくれということで、１５０万円弱ですけれども、既に請求しているところでございま 

す。その後も測定を続けているので下水はそれで終わりではないのですが、その後３０万円く 

らいの経費が出ているところでございます。 

それからもう１つは廃棄物関係につきましても、細かな賠償経費はまだ示されてはおらない 

のですが、暫定的ということで、こういう経費についてどれだけ使用されているかということ 

で、今東電のほうからうちのほうの廃棄物対策課のほうへ調査が出て、それをまとめているよ 

うな段階でございます。以上でございます。 

○岡村雅夫君 東電絡みの３,６００万円をとりあえずということだと思うのですけれども、 

私はこれに伴う県下の市町村で対策会議が急に行われるようになったとか、あるいは防災計画 

を立てなければならなくなったとか。当然しなければならなかったことを今までしていなかっ 

たというのではない、要するにそこまでも対策をしなければならない、計画も立てなければな 

らないというようなこういった問題が起きてきたということで、人件費と申しますかそういう 

ものまではもうとても請求するのは無理だというような考え方をしているのか。そういうのま 

で入れた額というのはものすごい額だと私は思うのです。 

あるいは震災で逃げてきた、こちらへ避難して来られた方々へのまあまあそのときも人件費 

はかなり使っているわけですし、そういった対策室もあったわけです。そういったものという
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のは、当然震災には、放射能汚染には、東電には関係ないことだというふうに捉えれば、たま 

たま不測の事態が起きた、そして行路人として来たというような考え方になれば、それはそれ 

で請求する権利はないということなのですけれども、原因者というものが明らかになっている 

ということになると、私はそういう点ではまだまだ広範な部分に関しての請求権があるのかな 

というような気が、１つの考え方としてどうだろうかなというような気がするのですが、その 

辺ひとつお聞きしたいと思います。 

それからあと市税の問題については細かなところはいいとしても、大型の人たち――それは 

確かに大型の税だと思うのですけれども、民間でもまあまあそれなりに設備投資されて旅館な 

り民宿なりをやっていた。でも、今はなかなか縮小傾向にあったり、あるいは廃業していると 

かというような方々がいた場合、当然払えなければ積み増しされていくわけであります。そう 

いった傾向というのがあるやに私は聞くのですが、そういう点は何ていいますか、憂慮する部 

分があるかないかひとつお聞きしたいと思います。 

○市 長 最初のほうの震災関連でありますけれども、一般的に考えれば我々もそこま 

で請求はしたいという思いです。ただ、今年のあの八箇峠トンネル事故の対応の際に――いわ 

ゆる私たちの管内で起きたわけですね。それで消防が対応して、県内各地の消防隊から応援に 

来ていただいて、そのほかにも庁舎を３日、４日くらいですか、もう徹夜で全部開けて、職員 

も徹夜をしたり、相当の費用がかかったわけなのです。消防のほうはもう相互応援協定とか何 

かがあって、人件費とかそういうことは一切お互いが請求し合わない。ただ、要した物品費で 

すね、例えば酸素ボンベだとかそういうことについては、これは私たちが消防隊に全部お金を 

払って、県が出すとか原因者たる北陸整備局だか佐藤工業かわかりませんけれども、そちらが 

払うということにはなっていないのです。 

そういうことから見ますと、例えば震災で逃れて来た人たちを受け入れて、そのための対応 

をした。最初は３,０００円とか５,０００円まではもう全部投げ払ってもいいやくらいのこと 

は言ったのですが、それはそれで来ましたけれども。ですから、そのための対応した人件費、 

これは確か請求ができないのではないかと思うのですけれども、その辺がこれからの指針がま 

だはっきり出ておりませんので、我々はできれば請求はしたいとは思います。相当の費用であ 

りますので。これはもうちょっとこの後指針が出てからということになります。 

それから税の固定資産のほうについてはその内容が税務課長か、市民生活部長か、ある程度 

方向を把握している部分を答弁させますので、よろしくお願いします。 

○税務課長 大型についてはそういうことですが、個人で例えば民宿とかをやっている方、 

商売をやっている方は頑張って分納を続けているというようなことですが、もう商売を止めた 

方については、やはり金融機関が競売にしたというケースも多々ございます。全体的に難儀し 

ているという状況であります。以上です。 

○岡村雅夫君 後半については了解しましたが、今後大変なことになるなというふうに思っ 

ていますが、ひとつ・・・とりあえずここでそれは止めます。 

それで、東電絡みのことですが、やはり台帳整理をきちんとして、ここまで、後で削られよ
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うが、実際はこれだけの仕事をしたのだということを、私はやはり整理をしていつでも請求で 

きるような体制というのは必要かなというふうに思っています。その辺の考え方、各いろいろ 

の課や部に関係することだと思いますが、ひとつもう１点を伺って終わります。 

○総務課長 おっしゃるとおり管理していきたいと思います。以上です。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって平成２３年度南魚沼市一般会計決算全般に対する大綱質疑を終 

わります。 

○議 長 歳入の説明を求めます。 

○市民生活部長 それでは決算書１７、１８ページをお開きいただきたいと思います。平成 

２３年度一般会計歳入歳出決算、事項別明細書でご説明を申し上げます。 

１款１項１目市民税個人分でございますが、収入済額は前年度比５,２４０万円減の１９億７, 

２２３万円ほどでございます。不納欠損額は前年度比２９８万円増の６３８万円ほどとなりま 

した。収入未済額につきましては前年度比９５３万円減の１億９,９９４万円ほどでございます。 

収納率につきましては前年度同率の９０.５パーセントとなっております。 

次に２目法人分でございます。収入済額は前年度比７１３万円減の６億５,７２２万円ほどで 

ございます。不納欠損額は前年度比１４５万円減の１４２万円ほどでございます。収入未済額 

につきましては前年度比３０万円減の１,６１６万円ほどとなっております。収納率につきまし 

ては０.２ポイント増の９７.４パーセントとなりました。 

市民税の合計でございますが、収入済額は前年度比５,９５４万円減の２６億２,９４５万円 

ほどでございます。不納欠損額は前年度比１５３万円増の７８１万円ほどでございます。収入 

未済額では前年度比９８３万円減の２億１,６１１万円ほどでございます。収納率は前年度比０. 

１ポイント増の９２.２パーセントとなっております。 

次の２項１目固定資産税でございますが、収入済額は前年度比６３３万円減の４１億３,６８ 

４万円でございます。不納欠損額につきましては前年度比１４２万円増の５,０４２万円ほどで 

ございます。収入未済額につきましては前年度比２,８４１万円増の１２億８,２８９万円とな 

っております。収納率は０.５ポイント減の７５.６パーセントとなっております。 

次に２目の国有資産等所在市町村交付金でございますが、これは国県に対して固定資産税を 

課すことはできないということで、その代わりとして交付されてくる税源でございます。収入 

済額につきましては前年度比３３万円減の２,２９３万円ほどでございます。 

３項１目軽自動車税でございますが、収入済額は前年度比３４８万円増の１億５,７２１万円 

ほどでございます。不納欠損額につきましては前年度比１０万円減の１７万円ほどでございま 

す。収入未済額につきましては前年度比５７万円減の１,０３４万円ほどでございます。収納率 

は０.５ポイント増の９３.７パーセントとなっております。これはエコカー減税や燃費の関係 

等で低価格志向によって軽自動車への需要が高まったというふうなことによって、課税台数が 

３万６,２７９台と前年より１６１台増になっております。
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次に１９、２０ページのほうをお願いしたいと思います。４項１目、市たばこ税でございま 

す。収入済額、前年度比５,６６１万円増の４億１,７５３万円でございます。たばこ税につき 

ましては課税本数については減少しておりますが、平成２２年１０月からの値上げによりまし 

て増額となっているところでございます。 

５項１目特別土地保有税でございますが、これは昭和４８年度に創設された税金でございま 

して、土地又はその取得に対して当該土地の所有者又は取得者に課税されておりましたが、こ 

れは平成１５年度からは新たな課税が行われなくなったという税目でございます。今回、不納 

欠損額１３８万円ほどでございますが、この土地につきましては２人の共有でございまして、 

２人とも既に７９歳、７５歳と高齢なため、現在は年金生活として税を負担する能力が本当に 

厳しい状況でございます。自宅以外の可処分資産もないということで、執行停止を経て不納欠 

損としたものでございます。対象の土地はほとんどが原野でございまして、年３万１,５００円 

の固定資産税については何とか納めていただいているというふうな状況でございます。 

それから６項１目入湯税でございます。収入済額が前年度比４１０万円減の３,２７２万円ほ 

どでございます。収入未済額につきましては、前年度比７万円減の２２８万円となりました。 

収納率は０.５ポイント減の９３.５パーセントでございます。 

それから７項１目都市計画税でございますが、収入済額、前年度比２３０万円減の１億３,５ 

４７万円ほどでございます。不納欠損額につきましては前年度比４２万円増の２３１万円ほど 

でございまして、収入未済額につきましては前年度比６９万円減の５,３３６万円ということで 

ございます。収納率につきましては前年度比０.２ポイント減の７０.９パーセントとなってお 

ります。ここまでの７税目における現年課税分の収納率につきましては、前年度同率の９７.０ 

パーセントとなりました。また、滞納繰越分の収納率につきましても前年度同率の９.６パーセ 

ントということでございます。 

それから平成２３年度の徴収実績でございますが、市の収納嘱託員、それから東京事務所の 

職員からお願いをしているわけですが、その合計で５,８９１万円ということで前年より７８万 

円ではございますが、増額ということで頑張っていただいたというふうなことでございます。 

それから職員のほうでは４,７４２万円で、前年度実績では１億５４２万円ということでここで 

は５,８００万円ほど減額になりましたが、これは平成２１年度からコンビニ収納を定着させる 

ためにということで取り組んでおりまして、このコンビニの収納の実績が毎年増加していると 

いうことです。２１年度は５億３,８５０万円でしたが、２２年度は６億５,７２６万円、それ 

から２３年度につきましては７億４,６８３万円ということで、ここでだいぶ増えてきている状 

況でございます。 

それから２３年度につきましては、市としては初めて動産のインターネット公売、それから 

不動産の入札による処分等を行いました。今後こういったやり方をさらに技術的に蓄積しまし 

て対象範囲を拡大して収納に努めてまいりたいと思っておりますし、それから新潟県地方税徴 

収機構との連携によっても成果が上がっておりますので、こちらのほうの継続、それから納税 

相談をこまめな実施というようなことで努めてまいりたいと思います。以上で１款の市税に対
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する説明を終わります。 

○総務部長 ２１ページ、２２ページをお願いいたします。２款の地方譲与税１項からご説 

明を申し上げます。１目の地方揮発油譲与税では決算額９,９８９万円ほどでございますが、地 

方揮発油譲与税法で市道の延長と面積による按分され譲与されるものでございます。 

２項自動車重量譲与税は収入されたもののうち３分の１を市道面積と延長により按分・譲与 

されるものでございますが、２億５,９２５万円ほどの決算であり、昨年度に比べて７１万円ほ 

どの減でございます。 

３項地方道路譲与税は４４３円ほどでございますが、２１年度からの一般財源化に伴いまし 

て揮発油譲与税に改められまして、改正以前の譲与の分でございます。 

３款１項１目利子割交付金でございますが、利子課税の５パーセント相当が県税として徴収 

されますが、その大部分が個人県民税の収入割合で、市町村に交付されるものでございます。 

前年度比３５９万円ほどの減で１,９６４万円ほどでございます。 

２３、２４ページをお願いいたします。４款１項１目配当割交付金は配当課税の５パーセン 

トが同じく県税として収入をされ交付されるものでございますが、前年度に比べ２０万円ほど 

の増で８４８万円の決算でございます。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金はこれも同じく県税として収入されますが、前年度に 

比べ６７万円減の２０６万円ほどでございます。 

６款地方消費税交付金でございますが、地方分の２分の１が人口と従業者割合で交付されま 

すが、決算額で５億９,７８０万円ほどで、前年度より９１７万円余りの減額でございます。 

７款１項１目自動車取得税交付金はハイブリッド、電気自動車などの特例減税も関係ありま 

して、前年度に比し８７８万円ほどの減で７,７４４万円ほどでございます。 

２５ページ、２６ページをお願いいたします。８款の地方特例交付金では備考上段の減収補 

填特例交付金では住宅ローン控除による減収分、自動車取得税の税率軽減措置分で４,８２１万 

円ほどでございまして、下段は児童手当拡充による地方負担分の対応、子ども手当の特例交付 

金３,９５３万円ほどであります。決算額は８,７７５万円ほどであり、１,９０６万円ほどの減 

でございます。 

９款地方交付税でありますが、備考欄にありますように普通交付税で９７億２,１２３万６, 

０００円、特別交付税で１４億７,１７５万１,０００円、新設の震災復興特別交付税１,０１９ 

万３,０００円、合計で１１２億３１８万円ほどであり、前年度に比べ４億１,８８９万円ほど 

の増でございます。 

１０款交通反則金を元にします交通安全対策特別交付金では前年度に比べ６２万円ほどの減 

で８９９万円ほどの収入でございます。 

１１款分担金及び負担金でございますが、１項の分担金１目の備考欄、林道整備事業分負担 

金は前年度に比べ７,７００万円ほどの増。 

２７ページ、２８ページをお願いします。２目の土木分担金は分担金条例改正によりまして 

１,８２６万円ほどの減で２,７９１万円余りとなりました。２項の負担金でございますが、１
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目の民生費負担金では保育園入園費負担金増などによりまして５億１,０３１万円余りでござ 

います。不納欠損額につきましては保育園の入園費負担金の時効によるものでございますし、 

収入未済額２,７２５万円ほどにつきましては保育園の入園負担金が主でございます。２目教育 

費負担金はほぼ前年同額でございます。 

２９、３０ページをお願いいたします。１２款使用料及び手数料でございますが、１項の使 

用料の部分ではほぼ前年並みでございますが、３目の労働使用料では職業訓練共同施設使用料 

５６万円余りが皆増でございますし、４目商工使用料では１６９万円余りでありますが、直江 

兼続公伝世館の使用料が１０４万円ほど減でございます。５目土木使用料では９,８２８万円余 

りの収入でございますが、主なものは３１、３２ページをお願いいたします。４節住宅使用料 

でございます。収入未済額１,４５８万円余りが発生をしておりますが、主として住宅使用料で 

ございます。６目教育使用料は前年より８０９万円ほどの減でありますが、１,４５０万円ほど 

の収入でございます。主に教員住宅使用料でございますが、当該年度から幼稚園保育料１,０１ 

７万円ほどが皆減になっております。 

２項の手数料でございます。１目総務手数料、次の３３、３４ページでございますが、２目 

の民生費手数料はそれぞれ前年度とほぼ同じでございますが、３目の衛生手数料でし尿汲取手 

数料の減、可燃ごみ処理手数料の減がありまして、前年度に比べ４,２０５万円ほどの減の２億 

７,７１７万円余りの収入でございます。ここでは６９万円余りの収入未済額が発生しておりま 

すし、不納欠損として２万８,８００円の処理が行われております。４目、農林水産業手数料で 

は前年とほぼ同額の収入でございます。 

３５、３６をお願いいたします。５目の土木手数料６９万円ほどでは２１万円余りの増であ 

りますが、開発行為の許可申請手数料の増によるものであります。６目危険物施設検査手数料 

の部分で２６万円ほどの減で８６万円余りの歳入でございます。７目の教育手数料は県からの 

移譲事務であります美術刀剣類製作承認手数料４件分でございます。 

１３款国庫支出金でございます。１項１目民生費国庫負担金では１６億６,７８７万円ほどで 

ありまして、前年度に比べて１億３,９２７万円ほどの増であります。１節の社会福祉費国庫負 

担金で４行目の障害者自立支援給付金の部分が７,４５５万円余りの増でありますし、２節の児 

童福祉費国庫負担金では最下段の子ども手当国庫負担金１億８９５万円ほどが主な要因でござ 

います。 

次の３７、３８ページをお願いいたします。４目災害復旧費国庫負担金では備考欄記載のよ 

うに、１億３,７２９万円余りの皆増で、５億１,３１５万円ほどが収入未済であります。５目 

の消防費の部分も３８２万円ほど皆増をしております。 

２項の国庫補助金でございますが、１目民生費国庫補助金１,４２５万円ほどの減で５,４３ 

１万円ほどでございます。それぞれ備考欄記載の部分の出入りの関係が主たる減少要因でござ 

います。２目衛生費国庫補助金４,０３６万円余りの減で、５５２万円でございますが、循環型 

社会形成推進交付金４,２２４万円ほどが皆減となったことが主体でございます。 

３９、４０ページをお願いいたします。３目の土木費国庫補助金では前年に比べ６,６５２万
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円ほど増の６億６,６９８万円ほどでありまして、社会資本整備総合交付金を主体としているも 

のでございます。ここでは７,９４５万円ほどの繰越明許とさせていただいております。４目消 

防費国庫補助金では２９万円余りでありますが、ハザードマップに係る部分でございます。 ５ 

目教育費国庫補助金１億８,２３５万円余りであり、前年度に比べ３億２,３１０万円ほどの減 

であります。これは１節の小学校の部分で学校の補強工事などで３億８,０１０万円ほどの減少、 

２節の中学校費では１億２５２万円ほどの増加でございます。 

次ページの４１、４２ページをお願いいたします。六日町中学校地震補強工事に係る部分１ 

億２２０万円ほどでございます。収入未済額はこの事業に係るものでございます。次の６目、 

７目、８目はそれぞれ皆増でございます。 

４３ページ、４４ページをお願いいたします。３項委託金でありますが、この部分は大きな 

変動はございません。ほぼ前年度並みでございます。 

１４款、県支出金でございますが、１項の県負担金、１目民生費県負担金では７億７,３８４ 

万円余りの決算額でございますが、２億８５６万円ほど増えております。これは１節の社会福 

祉費では備考欄下から３つ目の障害者自立支援給付費の部分で３,４７５万円ほどを主因とし 

て３,８５５万円ほど。 

次の４５、４６をお願いいたします。３目の災害救助費で１億６,６２８万円余りが増加とい 

うことでございます。２項の県補助金でございますが、１目の総務費の部分では昨年に比べ、 

１億１,９８５万円ほどの増、１億８,６２３万円ほどでございますが、新潟県市町村合併特別 

交付金の増、それから南魚沼地域プロジェクト事業県補助金の皆増が主たる要因でございます。 

４７、４８ページをお願いいたします。２目民生費の部分では１節社会福祉費が１億７,５０ 

５万円ほどでございまして、前年度に比べ２億２,９１５万円ほど減っておりますが、備考欄の 

中ほどの下、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の減が主な要因でございます。２節児童福祉 

費の部分では、 ８,９９８万円ほど増の１億８,３３７万円ほどでございますが、下から２行目、 

安心こども基金事業の増が主体でございます。 

３目衛生費の部分では２,７１４万円ほどの減少の８,３９４万円ほどでございますが、すみ 

ません４９、５０をお願いいたします。１節の備考欄下から３行目、地域医療再生基金事業の 

皆増、それからその下のＨＰＶワクチン等接種事業の増、感染症予防費に係る補助金の皆増が 

それぞれ増えておりますが、前年度、浦佐こども園に充当したグリーンニューディール基金４, 

０００万円の皆減の結果でございます。 

４目労働費の部分では２,８１１万円ほどの減の１億８,７６３万円ほどでございますが、雇 

用創出の部分での減少によるものでございます。５目農林水産業費の部分でございますが、前 

年度に比べ５億４,６３０万円ほどの増であり、８億９,２６６万円ほどでございます。１節の 

農業費では３行目の戸別所得補償制度取組円滑化事業補助金が皆増、中ほど下、地籍調査事業 

のところで１,７２８万円ほどの減、最下段新潟米ブランド力強化対策事業費で２,２１７万円 

余り減。 

５１、５２でお願いします。ここでは繰越明許分を除いて全て皆増で、農業費全体では２,４
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５５万円ほどの減少でございます。２節林業費の部分では、２,２５８万円ほどの減の１億５, 

２７２万円ほどでございますが、森林整備加速化の部分が要因でございます。３節農林災害の 

部分では５億９,５８０万円余りで豪雨災害に係るものでございます。 

５３、５４ページをお願いいたします。６目、商工費の部分では戦国シンポジウム以下３つ 

が皆増であります。７目土木費では１,４０４万円ほどでございますが、３節の河川費の皆増に 

よるところが主因でございます。８目の教育費の部分ですが、ほぼ前年と同額でございます。 

１０目災害復旧費では災害被災者生活再建支援事業に係る皆増でございます。 

５５、５６ページをお願いいたします。３項委託金でございますが、１目総務費関係では１ 

億２３３万円ほどの決算でございますが、３節の選挙費、４節の統計調査費の減を主因として 

６,４９０万円ほどの減額となっております。２目民生費、３目の衛生費の部分、４目の農林水 

産業費、恐れ入りますが次の５７、５８ページ、５目土木費、６目教育費までの部分について 

は特別申し上げる部分はございません。４項県貸付金でございますが、７,５００万円の決算で 

すが、地方産業育成資金の貸付金として前年度比２,９００万円の減でございます。 

５９、 ６０ページをお願いいたします。１５款財産収入の１項１目財産収入でございますが、 

５,６７６万円ほどでございます。土地では県営住宅、ハローワークなど、建物では塩沢庁舎の 

ヤマト運輸さんなどでございます。３節施設貸付収入は光ケーブルＩＲＵ契約の基本料の部分 

でございます。２目の利子及び配当金では１,９４５万円ほどの増の３,２８９万円余りでござ 

います。これは２節の国債等売却差益の部分で１,２６３万円ほどの増を主体としております。 

６１、６２ページをお願いいたします。２項の財産売払収入でありますが、１目の不動産売 

払収入では２,１７０万円ほどでございます。土地につきましては塩沢地内の長寿会館跡地など 

でございます。 

１６款寄附金でございます。１目一般寄附金では前年度に比べ１,６９０万円余り増で２,４ 

０５万円ほどちょうだいいたしました。一般寄附金では２,３７９万円ほどで、ふるさと納税で 

２６万円余りということになっておりますし、指定寄附金で６０２万円ほどちょうだいをいた 

しております。 

１７款繰入金でありますが、１項は特別会計の繰入金でありまして、次の６３、６４ページ 

にわたりますが、それぞれの目で中ほどの計で１,３１４万円ほど前年度精算分として繰り入れ 

たものでございます。２項の基金繰入金では、１目の国際交流文化スポーツ基金をはじめ、２ 

目、３目それから６５、６６ページでございますが、それぞれの基金についての繰入金でござ 

います。合計は８億８８９万円ほどでございます。 

１８款繰越金でございますが、１節で前年度純繰越金を、次のページの６７、６８、２節で 

繰越事業充当分ということで合計８億３４８万円ほどを収入としております。 

１９款諸収入でありますが、１項延滞金、加算金及び過料の１目延滞金は、前年度より２０ 

５万円ほど増の１,５５１万円余り。２項の預金利子は譲渡性預金等の利子で８８万円ほどでご 

ざいます。３項貸付金収入は１目の障がい者住宅整備資金貸付金元利収入から次の６９、７０ 

ページですが、２目から６目、それからもう一つ次の７１、７２上段の７目、８目まででござ
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いますが、それぞれ貸付金に対する元利収入でございます。４目受託収入でありますが、ここ 

では増減はありますが特別申し上げる部分はございません。 

７３、７４ページでございます。５目広域行政受託収入では、１節の湯沢さんからの受託分 

が斎場業務の部分、可燃ごみと不燃ごみ処理業務の部分が減少で１億３,９２３万円ほどの減額 

ということになっておりますし、７５、７６をお願いいたします。２節の湯沢さん以外の部分 

で出入りがありまして、１５３万円ほどの減ということになっております。受託収入合計では 

１億３,２８５万円ほどの減で８億２８３万円余りになりました。５項の雑入でございますが、 

それぞれ備考欄に記載をされておりますので、次の７７、７８、それから７９、８０、８１、 

８２、８３、８４、８５、８６につきましては割愛をさせていただきます。 

２０款１項市債では１目合併特例債で２５億３,１６０万円をはじめといたしまして、２目の 

総務債から次のページ８７、８８ページでございますが、７目消防債まで４８億９,４００万円 

の起債による収入でございます。 

以上から歳入総額３５０億２,８３６万６１３円。不納欠損額６,２６０万３,４８９円。収入 

未済額５４億６,７１６万６,９１７円となったものでございます。以上で歳入の説明を終わり 

ます。 

○議 長 休憩いたします。休憩後の再開は２時４５分といたします。 

（午後２時２５分） 

○議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後２時４５分） 

○議 長 歳入に対する質疑を行います。質疑をする際は質疑か所のページ数を言って 

から発言をお願いいたします。 

○佐藤 剛君 何点かではちょっと、早くて聞き漏らしたところがあるかもしれませんので、 

よろしくお願いします。まず、４８ページですけれども、真ん中辺に生活保護受給者向け就労 

支援事業補助金というのがありますが、これは多分予算のときの説明だと市とハローワークで 

相談員を設置してというような、多分そんなことだと思ったのですけれども、その状況といい 

ますか実績といいますか、それはどんなことになっているのかというのをちょっと聞かせてい 

ただきたい。 

次が７６ページです。去年かおととしにちょっと聞いたのですけれども、雑入の総務の雑入 

なのですが、総合福祉センターの示談金の件なのですけれども、多分去年かおととし聞いたと 

きには、残っているのだけれども裁判所の結果待ちだというような話になっていたのです。そ 

れでもう入っていればそれはそれでいいのですが、それにしても残っているのであれば、この 

収入未済額のところに出てきてもいいのかなと思うのです。８万５,０００円になっているので 

すけれども、私の記憶だと３２０万円くらいは残っているのかなというような気がするのです。 

この辺、ちょっと勘違いがあるかもしれませんが、説明をお願いしたいと思います。 

７８ページですけれども、今度は雑入の民生のところで収入未済額が６８７万円くらい多く 

な額があるのですが、去年の決算のときの説明から察すると、生保の６３条返還金か、高齢者
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等要援護住宅の除雪の関係、実費徴収金か、その辺だと思うのですけれどもそれらかというと 

ころをちょっとお聞きしたいと思います。 

もうちょっと８０ページもあるのですけれども、今のところと関連しまして中ほどに、初日 

だったかに１０番議員がちょっと説明しました生活保護費の不正受給の話がありました。１件 

あるという話で、ここに生保７８条費用徴収金というのが３７万円くらいあるのですけれども、 

これが多分そういうのかなというような気もするのですがその確認と、不正受給を受けた額が 

これで全部なのか、それともこれが一部なのか、その辺もお聞きしたいと思います。 

その上のほうに今度は先ほどちょっと話が出ました生保６３条返還金の滞納繰越分がありま 

すけれども、これは先ほどの７８条と違って今度は不正ということではなくて、多分資力があ 

っても何らかの理由でとりあえず生保になって受給を受けた。そしてまた今度はその資金が入 

るようになったので、返還金というようなそういうのだとは思うのですけれども、そこの説明 

とそれが何人くらいいるのか。これは毎年出てきますけれども、総額でどのくらい残っている 

のかというところを教えていただきたい。 

生保関係ですので、とりあえず資金があって生保を受けた。そして資金が入ったとしても、 

可能性としてはまた生保状態になる可能性も多分こういう方はあると思うのですけれども、こ 

ういう人こそ不納欠損というのが出てきてもおかしくないかなという気もするのですが、その 

辺の関係もちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

すみません、もう１点だけ。そのもうちょっと下のほうに高齢者等要援護住宅除雪援助事業 

実費徴収金というのがありまして、これも滞納繰越分ということで毎年入ってきてはいるので 

す。高齢者の住宅の除雪援助の関係は、例えば年６回以内で合計２４時間以内のその援助のこ 

とだと思うのですけれども、それの実費徴収金の滞納というのがちょっと意味がよくわからな 

いのです。この意味といいますか、この制度の中で実費徴収金の滞納が生じるというところが 

私にはちょっと理解できないのですがそこをちょっと。こちらに聞いているので、説明をお願 

いします。 

○総務部長 ご指摘の福祉センターの部分につきましては、ちょっと手元に資料を持ってき 

ておりませんが、２００万円から３００万円確かまだあります。まだ管財人の方での処分がつ 

いておりませんので、まだとてもここですぐ不納欠損をさせていただくということにはなりま 

せん。本来はここに載せておくべきだったのだろうと思いますが、まだ今のところ結論が出て 

いないということで留保させていただいているということでございます。以上でございます。 

○福祉保健部長 ちょっと数が多かったので前後するかもしれませんが、最初の生活保護の 

補助金の関係です。これは臨時職員の賃金に対する補助金で、その成果についてはちょっとこ 

れから調べてまた連絡したいと思います。 

それから７０、雑入の関係ですが、援護住宅のその滞繰ですけれども、自己負担は４００円。 

市のほうで委託して払うわけですけれども、本人から自己負担時間当たり４００円もらいます。 

この分が滞納になったということで、確か１名の方で今年多分歳入になっているのではないか 

と思うのですが、そう毎年これは出ていないかと思います。
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それから６３条の関係ですが、これが滞繰のほうの関係です。先ほど滞繰については６３条 

と７８条の関係がほとんどです。金額的には生保の６３条のほうが６９３万円くらいです。そ 

れから７８条のほうが９４万円くらい、収入未済額のほうです。それから隣の不納欠損のほう 

はこれは６３条の滞繰２件分です。６３条のほうの現在の内容ですが、返還金につきましては 

対象者９人、年金遡及５人、生保解約２人、交通事故解決１人、介護保険住宅の改修費のほう 

から１人ということで。先ほどこういう方について滞繰でしたかが生じるのがおかしいのでは 

ないかという・・・滞繰ではなくて何かが。こういう方は先に受給していて、例えば年金が遡 

及でもって返ってくると。適用できる分は全部充当します。ただし、残額が当然それでなけれ 

ば、充当で足りなければまた生保状態が続きますし、残額が出てそれが約６か月分くらいの生 

活費にあたるようなときは一旦生保を解除します。 

それから６３条の返還金で滞繰の方は先ほど言いました調定額が６００万円以上あるのです 

が、対象者が１０人でそのうちの２人からの返還金でございます。 

それから７８条のほうですが、こちらは不正受給ということですが、今現在不正受給してい 

る人、１人と――今現在不正受給している人は私どもの調査の中ではいないというふうに。た 

だし、過去に例えば収入を過少申告していて７８条の返還を求めていますけれども、結局保護 

費の中でまた返すような形になりますので、ちょっと小分けして返してもらっているとか、そ 

ういったような状態です。以上です。 

○佐藤 剛君 どこからいこうか。７６ページの示談金の話が先に出ました。まだはっきり 

しないので不納欠損に乗せられないという話だったのですけれども、私が言っているのは、ま 

だそれが収まっていないのだったら収入未済額のほうに出てきていいのかなと思ったので聞い 

たのです。そこのところにもし補足説明があるようだったらお願いをしたいというふうに思い 

ます。 

最初聞いた就労支援の事業補助金のところはわかりましたのでそれはそれで結構です。 

さっき言いました７８ページの収入未済額が多いというところ、私のちょっと勘違いもあり 

まして、生保６３条関係のものもあるのだけれども、そのほかに私は高齢者要援護住宅のそれ 

が去年の説明から含まれているのかなと。高額に含まれていると、ではさっき言った高齢者の 

援助の住宅の除雪というところにこれが含まれているとすると、こういうふうにいっぱい生じ 

るのがちょっとわからないなということで聞いたので、ちょっと私の勘違いがありましたので 

これはこれでいいです。 

それでもうちょっと、６３条と７８条のことを聞きますけれども、では７８条のほうは今現 

在はいないと。そして過去、この間１０番議員のとき過去１名いたというのがこの方で、総額 

で９４万円くらいで、今回この３７万円くらいですか納まったということでいいのですよね。 

あと６３条のほうですけれども、資力があっても何らかの形で生保を受けたと。そしてその 

後また返還になったということですけれども、状況を聞きましたら６９３万円くらいそういう 

形で残っているのがあるという話なのです。その後のシステムのことを若干お聞きしましたの 

でわかりましたけれども、そういう方というのは例えば土地があるのだけれども、それが売れ
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ないでとりあえず生保になって売れたと。そして生保が元に戻って、その分をでは返納してく 

ださいということになる。そういう方というのはまたちょっと生保に戻ってしまう可能性もあ 

るので、そういう人はもうちょっと不納欠損額が出てきてもいいのかなというふうに思ったの 

です。けれども、今の説明だと、少しずつそういう不納欠損で処分はしているということです 

よね。そういう事例というのがあるのか。そういうまた生保になって、結局不納欠損みたいに 

ならざるを得ない。そういう事例があるのかというのをちょっともう１回聞いてみたいと思い 

ます。 

○福祉保健部長 例えば年金の遡及ですと一括で入ってきます。１００万円、２００万円と。 

それを過去に充当しますので、その分についての不納欠損というのは生じることは少ないので 

す。ただし、その人が、今後あった場合は必ず申告してくれということでやりますけれども、 

隠れて使ってしまうと。だけれども働いていないから収入がないと、そうなると残ってしまっ 

て、それが余りに多額になればどこかの時点で、例えばその方は高齢で今後ちょっと職に就け 

る見込みがないとか、そういったものは勘案して当然不納欠損を図っていきます。今残してい 

るものというのは可能性があるものと、中には本当に事例としては先に金融機関に行っておろ 

してしまって、使いこんだという言い方は変ですけれども、約束を反故にして使った方もいな 

いことはないです。 

○総務部長 議員ご指摘のとおりでございまして、流れは先ほど私が申し上げたとおりなの 

ですが、当然調定を適正に行うべきだったということでございます。本当に申し訳ありません 

でしたが、２４年度においてきちんと処理をしたいと思います。以上です。 

○牧野 晶君 １７ページの固定資産税ですけれども、税務課はいますね。ちょっと税務課 

さんと一時期、住宅軽減についてちょっといろいろ議論したことがあるわけですけれども、そ 

の中で１つ事務的なもので問題があったわけですけれども、それをほかにもミスがなかったか 

どうかというのをちょっと聞いていたことがあったのです。要は見直ししたかどうかについて 

ちょっと聞いてみたいなという思いがあります。 

あとそれと３２ページ、２８ページ、１７ページとか、具体的に言えば３２ページの市営住 

宅駐車場の滞納ですけれども、これは建物、住んでいるところではなくて駐車場のわけですよ 

ね。駐車料金、パーキングを滞納されるということは、ちょっとくらい厳しくやっても、要は 

住宅の場合は市営住宅を云々しても住宅でちょっと問題あるわけですよね。例えばお金を払え 

ないのだったらもうパーキングは使えませんよということで、例えば交通違反を道路とかでや 

ると、場所によってはロックとかする人もいるわけですよね。約束してくれない方とかにはそ 

ういうふうにしてお金を払ってくださいよとしていくのも１つではないのかなという思いがあ 

るのです。 

今、例えば保育料とかの滞納はなかなかお国のほうの精算するに当たって厳しい点がありま 

すけれども、そういうふうなところで厳しくできるところは厳しくしていくのも１つの対応で 

はないのかなと思います。全般的に市のほうで滞納処理について厳しくやれる、持っているの 

に払えない人に対してはやはり厳しくしていくべきというふうな思いありますし、あと相談に
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のって、手を差し伸べなければという方にはやさしくしていると思うのですが、そこのところ 

の説明をちょっといただきたい。 

あと、下水道をつないでいる、つないでいないというのが市の職員であったわけですけれど 

も、多分誰もいないと思いますが、いないという答えが返ってくるとわかっていますが、あえ 

て聞いてみたいのですけれども、例えば税金とか給食費とか保育料を市の人で滞納している方 

はいないとすぐ返ってくると思うのです。一応念のため聞いておきたいのですが、よろしくお 

願いします。 

○税務課長 では固定資産税の件ですが、昔店舗のところですね、店舗を廃業してそしてそ 

こに移り住んだと。それは当然固定資産税の小規模住宅特例という話だったかと思うのですが、 

今その辺のミスというか、連絡等、申告等の漏れでさかのぼってするようになったのですが、 

リストアップして今調査中であります。よろしくお願いします。 

○総務部長 全般の職員にわたることでありますので、私のほうでご答弁申し上げますが、 

所管部長さんにお聞きしたり、私も聞いている範囲では職員が――おっしゃったような滞納は 

ないというふうに認識をしております。以上でございます。 

○都市計画課長 住宅の駐車場の件ですけれども、人数的には一応少ない人数なのですけれ 

ども、駐車場を一旦許可をして、 家賃といいますか住まいのほうと一体になっているわけです。 

その駐車場だけ使えないよとなるとまた置く場所がなくて、場合によっては路上駐車ですとか 

違法駐車といいますか、苦情の元になるというようなこともございます。一応家賃と同じよう 

に、大体家賃の滞納をされている方が駐車場もという形になるものですから、誓約を取ったり、 

面談をして納めていただくようにということで、違法駐車にならないように逆にまたそちらの 

ほうも気を使っているという実態でございます。 

○牧野 晶君 税務課のほうはわかりましたけれども、しっかりと早めにやるべきではない 

のかなというふうな思いです。 

駐車場ですけれども、それこそ住み家と車が、こちらのほうは都会と違うからセットになっ 

ているという考えは考えでわかるのですが、それでもやはりここは多分厳しくいけるのではな 

いかなと。住むところは住むところでいろいろな法律の中で入っている方もいたりもしますけ 

れども、でも駐車場は後から条例も作ったりもしたわけですよね、そうですよね。駐車場の料 

金を取るための条例も作ったりもしたそこのところもあるので、私はしっかりとやれば話合い 

の中でちゃんと契約をしてやっているわけだし、厳しくいけるところはいけるのではないのか 

なというふうな思いがあります。一生懸命いろいろな事例を見て頑張って滞納が――滞納とい 

うものはちょっとはあるものですが、なるべくなくなるように、そしてそれがほかのことにも 

波及していくように、ほかの保育料とかにも市のほうはやるときはやるんだぞというふうにな 

っていくようになれば、またひとつの抑止力になっていくと思いますので、頑張ってやってい 

ただければと思います。 

○都市計画課長 ご指摘のとおり滞納が増えていいわけではありませんので、ご指摘のとお 

り、厳しくといいますか、適切に縮減されるように仕事を進めていきたいと思っております。
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以上です。 

○福祉保健部長 先ほどの佐藤議員のちょっと答弁漏れの部分で、福祉から就労支援の関係 

ですが、面談数が２０名、これは稼働年齢あるいは病状とかそういうものを勘案しまして、ま 

だお宅は働けますよという人たちを２０名ほど面談しまして、登録した人が１５名、就職なさ 

った方が８件、安定所の紹介がこの中で内数で５件です。途中で打ち切った方が１件というよ 

うな状況です。 

○寺口友彦君 ２点ほどお伺いいたします。１８ページの法人市民税の部分なのですが、好 

調であって当初予算よりも８,０００万円ほど税収が増えたという部分なのですけれども、確か 

当初予算では１,１８０社を予定していたわけなのですけれども、その中でどの業種といいます 

か、好調だったという部分が出ていれば教えていただきたい。 

もう一つその下の固定資産税の滞納部分ですけれども、滞納していらっしゃる方々が１,６４ 

６人くらいいらっしゃって、そのうち高額ということで５００万円以上が３０人くらいいたと 

思うのです。それは今回不納欠損で１８２名出ていますけれども、この人数的な動きはどうな 

ったのかちょっと教えていただきたい。 

○税務課長 まず、法人市民税の１,２８０社。２３年度が２,１１２社ということで、納税 

義務者数も若干増えております。あと固定資産税の滞納でありますが・・・すみません、では 

後でお答えいたします。 

○市民生活部長 全体の業者の好調とかという部分でございますが、南魚沼市の場合は上位 

５０社がその納税部分の大体８割くらいを納めております。その５０社の内容を見ますと、業 

者が偏っているということではなくて、広く業者が散乱してうまく構成されておりまして、門 

前町といいますか、自動車会社で持っているとかそういった地域とは全く違って広い部分での 

業者がありますから、直接この業者がこうだという影響を受けないというふうなことで喜んで 

いるところでございます。ここでこの業者が好調だったというデータはちょっとありませんが、 

そういった市全体としてはそういう状況だということでご理解いただきたいと思います。 

○岩野 松君 市民税のその何ていうのでしょうか。私、今さっと見ていまして、予算額が 

あって調定額が出て、そして収入済額が出て収入未済額が出ています。不納欠損は別物として 

も、その相関関係を見ますと、収入未済額を抜いても大概予算額より多くなる収入済額になっ 

ているのかなという気がします。調定額も法に基づいてもちろん調定して皆さんに請求という 

か税金を出しているのだろうと思いますけれども、そういう相関関係というのはどういうもの 

かお聞きしたいと思ったのですが。 

○市民生活部長 私ども予算で組んだ金額が入らないということになると、事業はもう既に 

それを見込んで執行している中で行き止まってしまうわけです。最低限その見込んだ部分につ 

いてはどうしても収納しなくてはいけないということで、予算の段階ではかなり厳しく見ると 

いうふうなことでございます。結果的には当然それを上回って収入されるというふうなことに 

なりますので、予算より調定額が多くなって、調定額になるとその中に未済額も含まれますの 

で実際収入額より少なくなりますが、最終的に収まる部分というのは当初予算額より多くなら
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ないと全体の予算が賄ないという状況だということでございます。 

○岩野 松君 全く常識的なことなのですけれども、例えば収入未済額は、多分ずっと動向 

を見ていてどれくらいかというのは見るのだろうと思うのですけれども、それが思ったよりも 

少なくなった場合は、非常にではその市の財政状況は良くなるというふうに考えられます。そ 

れは大概見込みは見込みどおりだろうと私は思いますけれども、そういうこともあり得るとい 

うふうに考えられるし、過去にあったのではないかと思います。変な質問ですけれども、そこ 

ら辺の考え――変な質問だと思っているのですよ、自分でも。ただ、考え方として非常に、私 

は税金が上がるのが困るからそう言っているのですけれども、だから未済額を余りいっぱい予 

測されてほしくないなという思いがあるのでお聞きしたのですが、そこら辺もう１回お伺いし 

ます。 

○市民生活部長 当初予算を組む段階で収納予定率、収納率の予定率というのを勘案して組 

むわけですので、その見込みを間違ってしまうと歳入が不足してしまうということです。場合 

によって年度途中でそういったことが見込まれる場合は、皆さんにお願いして補正予算として 

減額補正、逆に多く入る見込みが立てば増額補正というふうなことでやっているわけでござい 

ます。 

あとは交付税との絡みがございますので、目的税の場合はもうそれが入らないとそのまま欠損 

になっていまいますけれども、減額になってしまいますが、他の税目については交付税との絡 

みがありますのでストレートには減額にならないと、こういうことでございます。 

○岡村雅夫君 市税がなかなか法人以外はなかなか大変だということ。それから３２ページ 

ですか、市営住宅等の滞納。それから２８ページですね、２８ページの児童福祉費の負担金の 

中で収入未済額というのがすごく多いのですね。そういった状況というのは、かなり深刻に私 

は受け止めるべきではないかなというふうに思うのですが、改善の余地があると見ているのか 

どうかひとつお聞きします。 

ちょっと翻ってみますと、そういった市税が、収入が若干目標に達しなかったとしても、交 

付金等であるいは臨財債等で補填されるわけですよね。そうすると市自体の財政的にはそう苦 

しみを感じていないというふうに思うのです。ですから、本当に市民がこの滞納の繰越、滞納 

を繰り返してやっていなければならない人たちへ、余り意を注がないで繰越、繰越で行ってい 

るような感じに私は思うのです。実状からしてみると私は――そういう人たちは不納欠損とい 

うのもあるわけですけれども、私は保育料、それを基準に従って勘案した形で徴収しているの 

だというのも努力されているのもわかっての話をしているつもりなのですけれども、やはりそ 

ういう点をもう少しリアルにしてはどうかなと。 

この間も一般質問で言いましたけれども、やはりあるそれぞれの階層、非課税世帯あるいは 

若干課税世帯で家族数等を見て本当に市民がやっていけるのかどうかというあたりをモデル的 

にやってみていますか、それをひとつ知りたいのです。そうすることによってその苦しさとい 

うか、住みづらさとかそういうのがわかると思うのです。徴収ばかりではなくて基本的な水道 

でもそうです。大体平均水道というのは幾ら使うとかわかると思うのですが、そういう点でモ
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デル的にやはりちょっと精査してみてないと、この部分というのは改善されていかないなとい 

うふうに思いますが、いかが考えておられますか。 

○市民生活部長 では私のほうで市税のほうの今の流れといいますか、どういう状況かとい 

うものをもう１回説明させていただきたいと思います。２０年度から２１年度にかけての落ち 

込みが２億７,８００万円ございました。それから２２年から２１年にかけての落ち込みが１億 

７,２００万円ということで、ここで１億円くらい減少の額が縮まっているということで、それ 

から２２から２３については１,２００万円ということでだいぶラインのカーブが緩くなって 

きているというふうな状況でございます。 

それから今年、２４年度の８月末現在の収納の状況をここに私持っているのですがこれでい 

きますと、２３年度８月末の調定と比べて個人の市民税が８.２パーセント増、それから法人市 

民税が１８.９パーセント増、それから固定資産税は５.２パーセントのマイナス、軽自動車税 

が０.２パーセントのマイナス、それから市のたばこ税が１パーセントのプラス、それから入湯 

税が３２.４パーセントのプラス。それから都市計画税につきましては５３.４パーセントのマ 

イナス、これは税率が下がった関係でございます。それをしますと調定額で去年より７,０００ 

万円くらい低い程度になってきていますので、このので見るとだいぶある程度方向的に良くな 

ってきているのではないか、もう少しちょっと様子を見ないといけませんが、そういう形で今 

後に期待したいというふうに思っているところでございます。 

○総務部長 多課にわたるようでございますので、若干ご説明を申し上げます。ただ、市は 

交付税が入るから苦しくないだろうという、そういう議論は私はないのではないかというふう 

に思います。それから住宅にしろ、保育料それから給食費等があるわけでございますが、これ 

はいずれも税金と違いまして特定な方に対するサービスなわけです。ですので、当然その対価 

をいただくというのが前提だと思います。それを決めるには手数料でございますので、当然条 

例で単価は幾らということの議決をいただいているわけでありますので、あくまでこれは払っ 

ていただけるものだというのが前提だろうと思います。 

滞納というのはその後の家庭の事情、それから今ですとリストラにあったとかということで 

なるわけですので、そこから先の問題と議員おっしゃるその前の問題とは、私は違うのだろう 

と思います。ですので、滞納が発生したときには私どものほうの税務課なりあるいは所管課で 

ご相談をいただいて、５年間の公租といいますか、公の部分で言うと５年間ですが、５年間の 

時効が発生しないように、ご相談をしながら納入をしていっていただくということにやはり尽 

きるのではないかと思います。というのは、やはりそれでないと、それをされている方とされ 

ていない方の公平公正というのは保たれないのだろうというふうに思っております。以上でご 

ざいます。 

モデルを立ててやっているということは、私は聞いたことがございませんので、市の中でな 

いのだろうというふうに認識をしております。以上です。 

○岡村雅夫君 私は自分の従業員の給料を払っているのはわかります。そしてほかにどれだ 

けの収入、米があるとか何があるとか、あるいは共稼ぎとか、そういう人はその割りにわかる
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のですけれども、子育て中のまあまあ当時私の弟子というか、まあ、給料を払っているから社 

員ですよね。住み込みでも何でもない、それこそ住宅に入ってそうしている人たちに住宅費は 

幾らだと。若干試算したことがあったのです。そしてその中で子ども２人、車を２台持ってす 

ると、生活費はどこから出ているのだろうかなというような気が私はしたことがある。 

なかなか所得というのはつかめない部分があるかと思うのですけれども、まあまあ皆さん方 

はそれなりに１つのモデルとしてやる。公表するとかそういう問題ではなくてモデルとしてこ 

の世帯はどの程度基本的な生活にかかっているのだろうかなとか、あるいはどれだけゆとりが 

あるだろうかなというあたりはやはり試算はしてみる価値があるなというふうに。それは条例 

に従ってとか、率によってとか、あるいはよその自治体と比べてとかといろいろ言い訳は幾ら 

でもわかります。わかりますが、本来その条例どおりに徴収しているものが、どういう世帯に 

難儀なんだろうと。これくらいになると何とかなるんだなとか、あるいはこういうまあまあ要 

するに三世代の家庭とか世帯とか、そういう何かがあると非常にああ、若者は大変なのだなと 

か、ということがわかるのではないかなということで試算をしてはいかがかと、こういうこと 

なのです。 

そんなことはいらない、ちゃんと軽減措置もあるのだし、こういう人は保育料がただの人も 

いるのだしとか、いろいろあろうかと思いますけれども、若干の税金を納めるくらい働いてい 

る人が非常に大変なのではないかなというような気が、今大体２０万円止まりそこそこの給料 

で生活しているという方々も多分多いのではないかなというふうに思っています。それが若干 

共稼ぎ等で扶養が外れて、あるいはということになって課税世帯になって、それなりに保育料 

も上がった、あるいは国保も上がったというようなことになると、大変だという感じが私はし 

たもので、そういったのを内々にひとつやってみたらどうかなという意見ですが。 

○総務部長 とても個々の納税者の方、あるいは住宅の方を皆さんやるということには当然 

できませんけれども、それをやるのが相談だと思うのです。滞納が発生をして、うちの担当と 

お会いして、そこでそれではまあ込み入った話ですけれども、給料がどのくらいで、家賃をど 

のくらい払わなければならないで水道料のほうに回らないのですか、回るのですかというご相 

談をするわけですから、その一つ一つのモデルを作ってこうということではなくて、ご相談の 

中でやっていけばいいものではないかというふうに考えております。以上です。 

○中沢俊一君 滞納のその徴収システムについて伺いますが、ちょっと広域化した中で県の 

その収納システム、そのノウハウを組み込んだ中での徴収が始まっていると思います。実態と 

それからそういうスタッフの交代といいますか、そういうことが行われているのかどうか。ま 

た、どういう形で県内外との徴収方法の何ていいますか、情報交換というかそれがなされてい 

るかちょっと聞かせてください。 

○市民生活部長 新潟県徴収機構の関係でございますが、これは２１年度から始めさせてい 

ただいて今３年が経ったということです。その総括をした結果はまた２４年度以降も３年間や 

っていこうということで、最終的に権限を持たせた特別組織を作るべきかどうかということで 

の判断はこの３年間の中でしていくというふうなことになろうかと思います。今の段階はこの
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魚沼３地域の職員、湯沢・南魚沼市・魚沼市、それから津南町・十日町市ということでそれぞ 

れ職員が出まして、あと県のほうから職員が３人ということで全部で８人で組織してやってい 

るわけでございます。 

こちらの方にお願いする物件としましては、各市町村でどうしようもない、これ以上手当が 

できないというそういう徴収困難な事例についてお願いをしまして、２３年度の場合はそれを 

お願いした、南魚沼市から機構のほうにお願いした額が９,８０８万円ほどでございました。そ 

のうちお金として収納していただいたのが２,３４７万円ということで、率にすると２３パーセ 

ント徴収していただいたというふうなことです。その他に納税誓約だとか差押えとかが、２,４ 

００万円ほどありますので、これらを合わせますと半分以上が何らかのアクションがあったと 

いうことで、これは大きな成果だというふうに思っているところでございます。 

これは県の職員からのいろいろな技術的なアドバイスもありますし、県内にこの徴収機構は 

それぞれのエリアで組織しておりまして、年に何回かそこで情報交換の場がありますので、市 

の職員もそこで他の事例等を研究しながらということで、今年市では２人の職員が代わる代わ 

るに機構のほうへ出向いて、情報を共有しながらまた税務課のほうへ持ち帰って課全体のほう 

の技術力に生かしているということです。今まで行っていた方も２人残っていますので、そう 

いった人材をどんどん増やすことによって、納税技術が上がっていくものだというふうなこと 

で大きな期待を寄せているところでございます。 

○議 長 歳入に対する質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって歳入に対する質疑を終わります。 

○議 長 歳出の審議に入ります。歳出の審議は各款ごとに行います。なお、これから 

の一般会計決算認定の審議に直接関係しない各部課長等は平常業務に就いていただいて結構で 

ございます。 

歳出、第１款議会費の説明を求めます。 

○議事係長 議会費についてご説明いたします。決算書８９、９０ページをご覧ください。 

１款１項１目議会費でございます。平成２３年度決算額は２億１,５５５万円でございます。対 

前年度比約６,６１０万円、率にして約４４パーセントの増となっております。主な要因は議員 

共済年金廃止に伴う給付費負担金が６,７００万円ほど増加したことによります。相対的には平 

成２３年度当初予算に計画いたしました内容で決算となっておりますことを冒頭申し上げます。 

最初に備考欄１行目にあります予備費充用額４,０００円につきましては昨年１１月１日に 

正副議長及び各委員長の交代により当日に各々２名重複したため、日割り計算の結果４,３１５ 

円の必要となり、不足額の４,０００円を予備費から充用したものであります。 

それでは支出目的及び支出内容は前年度平成２２年度と同様ですので、見開き右側の９０ペ 

ージ備考欄丸の費目ごとに額的相違点を主体にご説明いたします。 

最初の丸の議会一般経費６２５万円でございますが、前年度比較１１４万円の減となってお 

ります。この主な要因として平成２２年度は各常任委員会管外調査日数が３日間、議運は２日
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間実施したのに対し、平成２３年度は常任委員会が２日間で、議運については管外調査を実施 

しなかったことということによります。このことにより旅費の減１０８万円が大きな要因とな 

っております。 

丸の下の細節につきまして説明いたします。費用弁償につきましては昨年秋に委員会開催を 

見合わせたこと等により約１１万円の減となっております。職員旅費及び議員旅費は先ほど説 

明したとおりであります。議長交際費につきましては前年度比１６万７,０００円の減となって 

おりますが、前年度と同様な支出基準に従いまして執行した結果であります。 

消耗品費、前年度議員用ヘルメット購入及び機構改革に伴う議場執行部席の席札の更新など 

の事情があったため、対年前年比５万３,０００円の減であります。食糧費は対前年比１万３, 

０００円の減でありますが、視察来訪に対応するもので視察来訪者は平成２３年度２１議会、 

１５２名の来訪でありました。対前年度比６６議会、４４名の増となっております。 

印刷製本費１６万２,０００円の増となっておりますが、市議会だよりの契約単価、それから 

１ページあたり増となったことにより約１６万円ほど増額となっております。 

委託料２件は前年度と同内容であります。 

２つ目の丸、議員報酬等につきましては決算額２億５４５万円、前年度比６,７２３万円、率 

にして約４９パーセントの増となっています。増額の要因としまして平成２３年６月１日に地 

方議員年金制度が廃止されたことにより議員年金受給者への給付に充てている議員共済会給付 

費負担金の負担率が６月以降、１００分の１６.５から１００分の１０２.９に変更されたため、 

６,７３９万円ほど増加したことによります。 

以下の丸の下の細説につきまして説明いたします。議員報酬は９,５６８万円となり、対前年 

度比１２万円の減となっております。平成２２年度途中の１２月１日から報酬額を約０.２パー 

セント減額したことによります。このことにより次の議員期末手当も決算額において２万円ほ 

ど減額となっております。議員共済会給付費負担金につきましては先ほど説明をしたとおりで 

あります。議員共済会事務費負担金は前年度と同内容となっております。 

３つ目の丸、議会補助負担事業は３８４万円の決算となり、対前年比１万円の増となってお 

ります。増減内容につきましては丸以下負担金別にご説明いたします。新潟県特豪議会協議会 

負担金１万５,０００円及び全国森林環境税議員連盟負担金２万円は前年度と同額であります。 

次の政務調査費につきましても３１２万円は前年度と同額であります。市議会議長会の関係 

の負担金は対前年比４万９,０００円の減額となっております。減額の要因は新潟県市議会議長 

会の負担金が４万９,０００円減となったことによります。以下の一番下の湯沢町と議員協議会 

負担金につきましては平成２３年度から負担金交付を始めたものであります。簡単ですが以上 

で議会費の歳出説明を終わります。 

○議 長 議会費に対する質疑を行います。 

○岩野 松君 １点だけお聞きします。今の説明の中で視察者が増えたという説明がありま 

したが、回数というか来られる議会も増えたり、来られる方も増えたということですけれども、 

どういう視察が増えたのかと、当市に来られる視察というのは主にどこなのかをお聞かせくだ
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さい。 

○議事係長 視察の内容でございますが、牧之通りが新しくできたことによってその来訪者 

が一番増えております。あと認定こども園ができたことによる来訪も増えております。あと来 

訪者については全国津々浦々からおいでいただいているということで特定な偏りはございませ 

んので、よろしくお願いいたします。 

○議 長 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１款議会費に対する質疑を終わります。 

第２款総務費の説明を求めます。 

○総務部長 それでは第２款総務費についてご説明を申し上げます。ページで９１、９２ペ 

ージをお願いいたします。決算資料の４から１２ページにも記載がございますので、よろしく 

お願いいたします。なお、事業別組立ということでございますので、主に備考欄の丸でご説明 

を申し上げます。 

１項総務管理費 １目一般管理費では支出済額の欄で前年度に比べ１億２,６４３万円ほど 

減額の５５億３,５２６万円ほどの決算であり、６,０３２万円ほどの不用額でございます。主 

に職員費が大きな部分を占めるものでございます。備考欄の１行目から４行目それぞれ流用、 

充用をさせていただいております。備考欄の丸の行政共通経費は前年度に比べ２３２万円ほど 

増の７,９８６万円ほどでございますが、共通する経費についての支出でございます。固定資産 

評価審査委員会報酬――３名の委員さんですが――に係る報酬。以下はほぼ前年並みでござい 

ます。２行目の顧問弁護士報酬それからコピー用紙購入、それからその下の郵送料のところが 

増えておるところでございます。 

９３ページ、９４ページをお願いいたします。職員費では前年度比１億４,０７２万円ほど減 

の５３億７,３２２万円ほどであります。世代交代が進んできているということでだいぶ減額を 

しているというふうに考えております。産業医でお願いをしております中之島診療所の富永先 

生への報酬、それから市長をはじめとする一般会計支弁職員６６９名分の給料手当等のほか、 

職員研修費などでございます。１３名の減員でありますが、明細につきましては３５７ページ、 

３５８ページに目的別給与明細書が記載をされておりますので、併せて後ほどご覧をいただき 

たいと思います。 

なお、２款４項の選挙費に関する時間外手当というのが７７万円ほどございまして、この今 

のページではなくて事業費支弁で４項に記載をされております。そこからここの給料、それか 

ら総合事務組合、退職手当組合、職員手当、共済費の４つの合計とあと後ろのほうの目的別給 

与明細とはその部分一致しませんので、よろしくお願いをしたいと思います。 

次の丸の表彰事業費２６万円ほどでございますが、昨年１０月３日に実施いたしました市の 

表彰条例に基づく表彰に係る支出で１５件でございました。 

９５ページ、９６ページをお願いいたします。行政区事業費でありますが、７,６０８万円余 

りでございます。大きな部分は中ほど行政区交付金７,３４２万円ほどであります。先ほど申し
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上げましたが、豪雨の関係で各行政区の皆さんがご苦労をされたということから特別交付金を、 

概ね１,０００万円程度でございますが措置をさせていただいた部分が増額になっております。 

次の丸は特別職の給与のための報酬審議会の支出でありますし、次の式典事業費は５月３日に 

開催をいたしました成人式に係る費用でございます。次の丸の防犯対策費でございますが、防 

犯灯の維持に係る部分でありまして、大きなところは電気料金でございます。一番下の丸につ 

きましてはそれぞれ会員となっている課に対する負担金でございます。 

９７、９８ページをお願いいたします。２目広報公聴費でございます。１,５０８万円ほどの 

支出であります。２８７万円ほどの増額となっておりますが、これはウェブサイト、いわゆる 

ホームページの編集システムを更新したということが主因でございます。主なものは１日と１ 

５日に市報２万２,０００部程度、生涯学習特集号だの印刷費で９９９万円ほど、公告費として 

ＦＭゆきぐにさんでの放送利用が年間７２０分、１３０万円が大きな部分でございます。次の 

丸の市政モニター事業費ではアンケートをさせていただいたときの謝礼であります。 

３目電算対策事業費に移らせていただきます。支出済額３億５,６６５万円余りで６億４１０ 

万円ほどの減であります。地域情報基盤整備事業としての光ケーブル敷設事業の完了による減 

であります。丸の電算情報管理一般経費２,２０４万円ほどでありますが、パソコンに係る共通 

の部分でございまして、全体ではほぼ昨年と大きな変化はございません。次の丸、総合行政シ 

ステム事業費１億２４１万円ほどでございますが、次の９９、１００ページをお願いいたしま 

す。基幹系といわれます税務、税務事務、それから住民基本台帳の関係、健康管理事務のシス 

テムの部分でございます。９４３万円ほど増えておりますが、リース料の増でありますし、ほ 

かは業務委託が主であります。 

次の丸の内部情報系システム事業費７,６４８万円ほどでございます。庁内施設内で稼働して 

いるパソコンの部分の申請・人事・給与・財務それから庁内ＬＡＮ・学校のネットワークとい 

ったものの経費でございます。子ども・若者育成支援センターのネットワークの追加ですとか、 

リース料の増がありますが、それぞれ記載の委託料、使用料でございます。 

次の丸、住民基本台帳システム事業４６３万円ほどでございますが、住基にかかるカード発 

行機の保守等及びリースの部分でございます。それから丸の自動交付機システム事業１,３４０ 

万円余りでありますが、１０１ページ、１０２ページをお開きください。自動交付機３台に係 

る委託使用料でありますが、当該年度はリース料が１２か月、１年分となったことによる増が 

大きな点でございます。それから丸の高速インターネット運営事業費２,３３７万円でございま 

すが、市内の光ケーブル網整備のための運営部分でございます。事業完了が２３年２月であり 

ますので、当該年度は１年分の支出ということで１,９５８万円ほどの伸びがあります。それか 

ら丸のＧＩＳ整備事業費では機器の保守、委託料では住宅明細図更新、データ更新をしたこと 

から４,３６９万円余りであります。 

丸の辺地共聴施設整備事業費はデジタル、地デジ関係の改修補助金として川窪、欠ノ上の２ 

組合に１,５４２万円余りの補助であります。丸の電算対策補助負担金事業では負担金として住 

民情報系システムの共同化基本計画作成負担金ということで県内の町村と一緒にしようかとい
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うことで、負担金で支出をさせていただきました。５９万円でございます。それから丸の辺地 

共聴設備の繰越明許に係る部分でございますが、小松沢、柄沢など９受信組合に対する補助の 

部分でございます。次の丸は後山、辻又へのブロードバンドのための補助でございます。 

１０３ページ、１０４ページをお願いいたします。４目車両集中管理費に移らせていただき 

ます。本庁それから各センター、出先等の車両１８３台の管理に係る費用でございます。８,５ 

９０万円ほどの支出で２５万円ほどの不用額でございます。ここでは備考欄記載のように予備 

費を３件、流用を５件させていただいております。丸の車両管理一般経費３,７９２万円ほどで 

ございますが、当該車両に係る消耗品、車検費用などでございます。それから丸の車両運行経 

費４,７９５万円ほどは記載のように燃料、自賠責などのほか、９台のリース料が含まれており 

ます。 

それから５目会計管理費でございますが、備考欄丸の会計管理一般経費でありまして、４９ 

４万円ほど、８５万円ほどの不用額でありますが、１０５ページ、１０６ページをお願いいた 

します。主なものは公金取扱手数料でございますが、昨年とほぼ同額でございます。最下段の 

収納データ作成業務委託、ＯＣＲによる消込収納データの作成委託でありますが、１２４万円 

ほど増えておりますけれども、委託が前年度は５か月で当該年度が１年分ということになった 

ものによる増でございます。 

６目財産管理費では２億７,０９０万円ほど、１８３万円ほどの不用額でございます。記載の 

３件について流用させていただいておりますし、繰越明許の分は普通財産管理に係る部分でご 

ざいます。丸の庁舎管理費９,４７２万円余りですが、次の１０７ページ、１０８ページ下段ま 

で、３庁舎に係る部分の通常の管理の費用でございます。下段の丸の庁舎整備事業費２,９９２ 

万円ほどは１０９ページ、１１０ページでございますが、本庁舎北分館の改修の部分でそれを 

主因として９,１５３万円ほどの減少をしております。普通財産管理費１,９１７万円ほどは財 

産調書記載の普通財産の管理に係る所要の執行でございます。大きな点は下から３行目、不要 

物件除却工事で旧長森保育園、旧五箇保育園の除却を行ったことでございます。丸のウッドタ 

ウン八色団地費４８万円余りは団地消雪パイプの電気料でございます。 

１１１、１１２ページをお願いいたします。基金費では財政調整基金に８０８万円ほど。減 

債基金に１６万円ほどの利子分の積立てであります。前年度は減債基金に４億２,７４７万円余 

り積立てがありましたので、ここで４億５,０００万円ほどの減額となっております。１つ飛ん 

で丸の庁舎整備費繰越分は記載のとおりでございます。 

７目企画費では８億５００万円ほどの支出で１３１万円ほどの不用額でございます。企画一 

般経費７億１,８５１万円ほどは合併振興基金積立て７億１,７８２万円が大きな部分を占めて 

おります。次の丸、総合計画事業費２９万円ほどは総合計画審議会、地域審議会の諸費用でご 

ざいます。交流事業費１５５万円ほどですが、次の１１３、１１４ページをお願いいたします。 

交流会出演謝礼といたしまして米沢鉄砲隊ほかの支出でございます。この年はスキー１００周 

年事業の日墺協会のトンネル補助がなくなりましたので、９７万円ほど減額をしております。 

丸の行政改革推進事業費は同委員５名の報酬等でございます。次の丸の集落振興事業費２,０４
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５万円ほどですが、宝くじであります一般コミュニティ補助金、上薬師堂でコミュニティグッ 

ズ１４０万円、横新田、茗荷沢区、いずれも子ども神輿で２５０万円のトンネル補助でござい 

ますし、集落集会所整備補助金では塩沢６分区ほか７区への補助金でございます。 

丸の地域コミュニティ活性化事業５,７４２万円ほどでありますが、地域活性化支援というこ 

とでソフト、ハード及び活動拠点支援の部分が主でございます。次の丸２つについては記載の 

とおりでございます。 

１１５、１１６ページをお願いいたします。８目、地域開発センター及び公会堂費では１,３ 

３７万円ほどでありますが、２件の予備費、１件の流用をそれぞれさせていただいております。 

丸の地域開発センター費６０５万円ほどでございますが、建築の定期検査、建築物定期検査な 

どがありまして増減をしておりますが、東地域、五十沢、城内、大巻の各センターに係る管理 

分の支出でございます。下の丸の公会堂費７３２万円ほどでございますが、大崎農業会館、ま 

ほろば、うるおいの里みようの経常経費の部分でございます。 

次の１１７、１１８ページをお願いいたします。９目バス運行対策費は１億６,３７０万円余 

りであり、３００万円ほどの不用額でございます。ここでも２件の流用をさせていただいてお 

ります。路線、市民、通園、通学等のバスの執行経費でございます。執行は昨年とほぼ同様で 

ございます。この目は丸の路線バス運行事業費で記載の４,３０５万円ほどでございますが、１ 

１９、１２０をお願いいたします。一番上の地方バス低収益路線補助金で９０万円ほどの増と 

なっております。丸の市民バス運行事業費に１,１８６万円ほど。丸の保育園等送迎バス運行事 

業費に２,６８８万円ほど。丸の通学バス等運行事業費８,１９０万円ほどの執行であります。 

ここでは丸のすぐ下の修繕費で猫道のバス回転場の消雪井戸の修繕が５９万円ほど新設の支出 

でございます。ここで市民生活部長と交代いたします。 

○市民生活部長 それでは２項徴税費についてご説明を申し上げます。１目賦課徴収費につ 

いてでございますが、支出済額、前年度比１,００８万円減の７,３２１万円ほどでございます。 

丸の賦課徴収一般経費、前年度比９万円減の４８０万円となりました。 

１２１、１２２ページをお願いいたします。これはデータ入力業務委託の１０万円が減額に 

なっておりますが、これは電子申告数の増、紙ベースの入力が減ったというふうなことでの減 

額でございます。それから賦課徴収管理費、前年度比３,５６０万円減の２,８１６万円でござ 

いますが、市税徴収の嘱託員３名で徴収に当たりまして、こちらでは５,２８７万円ほどの実績 

を上げていただいております。平成２２年度では土地鑑定評価業務委託料２,８８５万円、それ 

から評価替作業委託料の４９４万円、補填金の４５３万円、それから還付金及び還付加算金等 

２４９万円、これが皆減ということでございまして減額になっております。それから賦課徴収 

システム管理費、前年度比２５万円増の１,１０１万円の決算でございます。土地家屋評価シス 

テム維持管理業務委託料が２１万円増となっていますが、これは地番図に法務局から来る地図 

情報を落とし込むという業務でございまして、国土調査の成果もありまして増加したというふ 

うなことでございます。 

それから東京事務所費、前年度比１７万円減の３６９万円ほどということで、市税の収納嘱
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託員の報酬、それから事務費経費などが計上されているものでございまして、２３年度では東 

京事務所において嘱託員１名が６０３万円ほどの実績を上げていただきました。 

１２３、１２４ページをお願いいたします。固定資産税適正評価事業費２,５４０万円でこれ 

は皆増というふうなことになっております。平成２４年度評価替えに伴いまして、土地の地目 

と家屋の形状照合処理業務に２,２４７万円、鑑定評価業務に２５９万円、路線価調整業務に３ 

３万円をそれぞれ委託で実施したところでございます。 

次に３項１目戸籍住民基本台帳費、前年度比９３万円増の１,２４０万円の決算でございます。 

丸の戸籍住民基本台帳費、前年度比６９万円増の１３８万円でございます。これは事務用備品 

購入１０万円が皆増ということで、書庫の購入でございます。それから戸籍住基システム管理 

費、前年度同額の１,０５３万円ほどでございます。これは戸籍システムのリース料でございま 

す。

次に人権啓発活動事業費２３万円ほどの決算になっておりますが、これは単年度事業でござ 

いまして、国から県への人権啓発活動委託事業ということで、それを市のほうへ再委託という 

ことでいただきまして、県の委託金で賄われているものでございます。啓発活動に伴う委員の 

ユニフォームと、 それから啓発用品の購入というふうなことで使用させていただきました。 そ 

れから法律相談業務委託事業費、昨年度同額の３万円ということで、法の日による合同相談会 

１回分の弁護士の委託料でございます。 

それから１２５、１２６ページをお願いいたします。２目の一般旅券発給費でございます。 

前年度比２９７万円の増で３０９万円の決算でございます。これは申請に必要な印紙等を市民 

課の窓口で取り扱うということでサービス向上を図ったわけですが、それに伴って、一般旅券・ 

印紙等の購買基金３００万円を創設したことによるものでございます。 

○総務部長 ４項の選挙費からご説明を申し上げます。１目選挙管理委員会費では１８９万 

円ほど、不用額２６万円ほどでございますが、委員会に関する費用の執行でございます。 

２目、丸の新潟県議会議員一般選挙費では２３年の４月１日告示でしたが、その経費１３７ 

万円ほどでございます。 

１２７、１２８をお願いいたします。３目、丸の農業委員会委員一般選挙２１５万円ほどで 

ございますが、７月３日、告示無投票でしたが、それに係る支出でございます。 

５項統計調査費に移らせていただきます。１目統計調査総務費でありますが、３１８万円ほ 

どの執行でございまして、２７万円ほどの不用額でございます。各種統計調査費でございます 

が、対象は約３,０００件の経済センサスに係る執行でございます。 

１２９、１３０ページをお願いいたします。６項監査委員費でございます。監査委員費１３ 

９万円ほどの執行でございますが、監査委員事務局の部分でございます。 

７項交通安全対策費では交通安全に関わる対策会議委員交通指導員に対する報酬等の経常の 

支出でございます。交通指導員は定数６５名以内で実数は５９人でございまして、その立哨の 

費用などが主体でございます。以上で２款の説明を終わらせていただきます。 

○議 長 お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思いますが、ご異議
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ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決定しました。 

○議 長 次の本会議は明日９月１４日、午前９時３０分から当議事堂で開きます。大 

変ご苦労さまでございました。 

（午後３時５６分）


